
江
戸
の

名
所
・
王
子

加
　
藤

貴

　
は
じ
め
に

一　

江
戸
図
屏
風
の
「
王
子
」

二
　
王
子
権
現
社
の
祭
礼
と
槍
の
交
換

三
　
金
輪
寺
と
五
香
湯

四
　
狐
火
会
と
王
子
の
繁
栄

五
　
王
子
の
狐
人
形

六
　
落
語

「
王
子
の
狐
」

　
お
わ
り
に

江戸の名所・王子

論

文
要
旨

　
江
戸
が
巨
大
過
密
都
市

と
な
り
、
身
近
な
自
然
を
喪
失
し
て
い
く
な
か
で
、
日
常
的
に
は

自
然
と
の
交
流
が
困
難
と
な
っ
て
い
っ
た
た
め
、
江
戸
市
民
は
近
郊
の
景
勝
地
を
遊
覧
す
る

こ
と
に
よ
り
、
そ
の
代
償
と
し
て
い
っ
た
。
そ
の
一
方
で
、
都
市
民
は
個
と
し
て
存
在
し
、

生
活
の
順
調
な
進
行
を
阻
害
す
る
要
因
、
つ
ま
り
病
気
・
火
災
・
盗
賊
な
ど
の
厄
を
除
く
こ

と
と
商
売
繁
昌
を
祈
願
す
る
た
め
寺
社
に
参
詣
し
て
い
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
江
戸
市
民
に
と

っ

て
名
所
は
、
自
然
と
の
交
流
と
神
仏
と
の
交
感
に
よ
っ
て
、
延
気
（
気
晴
し
）
を
約
束
し

て

く
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
き
ざ
し
は
、
一
七
世
紀
中
期
ご
ろ
か
ら
み
ら
れ
は
じ
め
る
が
、

特

に
、
一
八
世
紀
以
降
、
江
戸
の
近
郊
に
多
彩
な
名
所
が
成
立
し
て
い
き
、
江
戸
市
民
は
名

所
を

め

ぐ
る
広
範
な
行
楽
行
動
を
展
開
し
て
い
っ
た
。
こ
う
し
た
点
に
つ
い
て
、
江
戸
名
所

の

一
つ
と
し
て
知
ら
れ
た
王
子
を
例
に
み
て
い
っ
た
。
王
子
は
、
江
戸
日
本
橋
か
ら
北
へ
約

二
里
半
ほ

ど
の
日
帰
り
が
可
能
な
場
所
で
、
荒
川
沿
岸
の
低
地
部
と
武
蔵
野
台
地
、
あ
る
い

は
荒
川

に
流
れ
込
む
石
神
井
川
が
生
み
出
し
た
渓
谷
な
ど
、
変
化
に
富
ん
だ
自
然
に
恵
ま
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
ん
り
ん

て

い

た
。
一
方
で
は
、
王
子
権
現
社
・
王
子
稲
荷
社
・
金
輪
寺
と
い
う
、
強
力
な
利
益
を
保

障
し
て
く
れ
る
寺
社
も
存
在
し
た
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
王
子
は
、
春
に
は
王
子
稲
荷
の

初
午
や
飛
鳥
山
の
花
見
、
夏
に
は
王
子
権
現
の
祭
礼
や
石
神
井
川
沿
岸
の
滝
浴
み
、
秋
に
は

石
神
井
川
沿
岸
の
滝
野
川
の
紅
葉
狩
り
や
虫
聞
き
、
冬
に
は
雪
見
と
い
う
よ
う
に
、
四
季
を

通

じ
た
行
楽
地
と
し
て
、
多
く
の
江
戸
市
民
を
集
め
て
い
っ
た
。
そ
し
て
、
王
子
権
現
の
祭

礼
時
に
交
換
さ
れ
た
厄
除
け
の
お
守
り
と
し
て
の
槍
形
、
金
輪
寺
で
頒
布
さ
れ
た
万
能
薬
の

こ
　
ニ
う
と
う

五
香
湯
、
王
子
稲
荷
の
参
道
で
売
ら
れ
た
土
産
物
で
あ
る
カ
ラ
ク
リ
仕
掛
の
狐
人
形
や
、
落

語
の
王
子
の
狐
に
つ
い
て
、
そ
の
成
立
、
習
俗
の
変
遷
な
ど
か
ら
、
一
八
世
紀
中
期
以
降
に
、

王
子
が
江
戸
の
名
所
と
し
て
有
名
と
な
り
、
多
く
の
江
戸
市
民
が
訪
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、

そ

れ
ら
の
人
々
を
目
当
て
に
、
あ
る
い
は
、
さ
ら
に
多
く
の
人
々
が
訪
れ
る
よ
う
に
、
名
所

の
側
で
も
さ
ま
ざ
ま
な
装
置
を
創
出
し
て
い
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
た
。
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は

じ
め
に

　
江
戸
が
巨
大
過
密
都
市

と
な
り
、
身
近
な
自
然
を
喪
失
し
て
い
く
な
か
で
、
日
常

的
に

は
自
然
と
の
交
流
が
困
難
と
な
っ
て
い
っ
た
た
め
、
江
戸
市
民
は
近
郊
の
景
勝

地
を

遊
覧
す

る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
代
償
と
し
て
い
っ
た
。
そ
の
一
方
で
、
都
市
民

は
個

と
し
て
存
在
し
、
生
活
の
順
調
な
進
行
を
阻
害
す
る
要
因
、
つ
ま
り
病
気
、
火

災
、
盗
賊
な
ど
の
厄
を
除
く
こ
と
と
商
売
繁
昌
を
祈
願
す
る
た
め
寺
社
に
参
詣
し
て

い
っ

た
。
こ
の
よ
う
に
江
戸
市
民
に
と
っ
て
名
所
は
、
自
然
と
の
交
流
と
神
仏
と
の

交
感
に

よ
っ
て
、
延
気
（
気
晴
し
）
を
約
束
し
て
く
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
き
ざ
し

は
、
　
一
七
世
紀
中
期
か
ら
み
ら
れ
は
じ
め
る
が
、
特
に
、
　
一
八
世
紀
以
降
、
江
戸
の

近
郊
に
多
彩

な
名
所
が
成
立
し
て
い
き
、
江
戸
市
民
は
名
所
を
め
ぐ
る
広
範
な
行
楽

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

行
動
を

展
開
し
て
い
っ
た
。
本
稿
で
は
、
江
戸
名
所
の
一
つ
と
し
て
知
ら
れ
た
王
子

地
域
に
注
目
し
て
み
た
い
。

　
王
子
地
域

は
、
江
戸
日
本
橋
か
ら
北
へ
約
二
里
半
ほ
ど
の
日
帰
り
が
可
能
な
場
所

で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
荒
川
沿
岸
の
低
地
部
と
武
蔵
野
台
地
、
あ
る
い
は
荒
川
に
流

れ
込
む
石
神
井
川
が
生
み
出
し
た
渓
谷
な
ど
、
変
化
に
富
ん
だ
自
然
に
恵
ま
れ
て
い

た
。
一
方
で
は
、
王
子
権
現
社
・
王
子
稲
荷
社
・
金
輪
寺
と
い
う
、
強
力
な
利
益
を

保
障
し
て
く
れ
る
寺
社
も
存
在
し
た
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
王
子
地
域
は
、
春
に

は
王
子
稲
荷
社
の
初
午
や
飛
鳥
山
の
花
見
、
夏
に
は
王
子
権
現
社
の
祭
礼
や
石
神
井

川
沿
岸
の
滝
浴
、
秋
に
は
石
神
井
川
沿
岸
の
滝
野
川
の
紅
葉
狩
り
や
虫
聞
、
冬
に
は

雪
見

と
い
う
よ
う
に
、
四
季
を
通
じ
た
行
楽
地
と
し
て
、
多
く
の
江
戸
市
民
を
集
め

て

い

っ

た
。
な
お
、
王
子
地
域
が
、
江
戸
の
名
所
と
し
て
、
特
に
注
目
を
引
く
よ
う

に

な
っ
て
い
っ
た
の
は
、
享
保
期
（
一
七
一
六
～
三
六
）
に
八
代
将
軍
徳
川
吉
宗
が
、

飛
鳥
山
に
桜
を
植
樹
し
、
後
に
江
戸
市
民
の
花
見
の
名
所
と
な
っ
て
い
っ
た
こ
と
が

大
き
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
本
稿
で
は
、
王
子
地
域
の
中
で
も
、
王
子
権
現
社
・

王
子
稲
荷
社
・
金
輪
寺
に
焦
点
を
あ
て
て
、
名
所
の
具
体
的
な
内
容
と
、
名
所
に
お

け

る
変
化
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

　
ま
た
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
「
江
戸
図
屏
風
」
に
は
、
王

子
が

描
か
れ
て

い

る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
の
検
討
も
合
わ
せ
て
行
う
こ
と
に
し
た
い
。

こ
れ
に
よ
っ
て
「
江
戸
図
屏
風
」
の
制
作
者
や
制
作
時
期
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の

素
材
を
提
供
で
き
る
の
で
は
と
考
え
て
い
る
。

一　

江
戸
図
屏
風
の
「
王
子
」

　
「
江
戸
図
屏
風
」
右
隻
第
三
扇
下
方
に
「
王
子
」
と
押
紙
が
貼
り
込
ま
れ
て
い
る

場
面
が

あ
る
。
こ
の
場
面
は
、
斜
め
に
右
下
へ
真
直
ぐ
に
延
び
る
参
道
の
正
面
に
、

朱
塗

り
の
三
つ
の
祠
が
並
び
、
そ
の
前
に
三
人
の
人
物
が
描
か
れ
て
い
る
（
図
1
参

照
）
。
こ
れ
は
王
子
権
現
社
を
描
い
た
も
の
と
理
解
で
き
る
。
し
か
し
、
こ
れ
が
当

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

時
の

王
子
権
現
社
を

正
確
に
描
い
て

い

る
か
ど
う
か
と
な
る
と
、
疑
問
が
出
て
く
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
、
別
の
絵
画
資
料
か
ら
検
討
し
て
み
よ
う
。
そ
の
前
に
王
子
権
現

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

社
に

つ
い
て

概
観
し
て
お
こ
う
。

　
王
子
権
現
社

は
、
豊
島
若
一
王
子
・
王
子
宮
・
若
一
王
子
と
も
称
さ
れ
て
い
た
。

そ
の

創
建
年
次
に
つ
い
て
は
諸
説
あ
り
、
史
料
的
に
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
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た

だ
、
元
亨
期
（
二
三
二
～
二
四
）
に
、
石
神
井
城
主
で
あ
っ
た
と
い
う
豊
島
左

近
太
夫
景
村

が
、
従
来
か
ら
熊
野
神
が
祀
ら
れ
て
い
た
王
子
権
現
社
を
再
建
す
る
と

と
も
に
、
金
輪
寺
を
別
当
職
に
補
任
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
そ
し
て
、
こ

れ
以

降
、
王
子
権
現
社
は
熊
野
信
仰
の
地
域
的
拠
点
と
し
て
の
性
格
を
も
っ
て
い
っ

た
。
室
町
時
代
に
は
「
豊
嶋
若
一
王
子
年
行
事
」
と
し
て
古
河
公
方
足
利
成
氏
と
祈

薦
を
と
も
な
う
歳
暮
の
贈
与
と
い
う
関
係
を
も
っ
て
い
た
。
戦
国
時
代
に
は
、
永
禄

二
年

（
一
五
五
九
）
二
月
に
北
条
氏
康
か
ら
二
二
貫
八
〇
文
の
社
領
を
安
堵
さ
れ
、

北
条
氏
直
か

ら
も
社
領
を
安
堵
さ
れ
て
い
る
。
小
田
原
戦
争
後
の
天
正
一
八
年
二

五
九

〇
）
八
月
に
、
徳
川
家
康
は
江
戸
に
入
府
し
、
新
領
国
で
あ
る
関
東
の
経
営
を

進
め
て

い

く
こ
と
に
な
る
。
こ
の
一
環
と
し
て
、
翌
一
九
年
一
一
月
に
支
配
領
国
内

の

寺
社
に

対

し
て
、
所
領
寄
進
状
を
発
給
し
た
。
こ
の
時
、
王
子
権
現
社
は
二
〇
〇

石
の

社
領
を
寄
進
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
後
、
寛
永
＝
年
（
一
六
三
四
）
三
月
、
三

代
将
軍
家
光
は
芝
神
明
宮
・
西
久
保
八
幡
宮
・
目
黒
不
動
堂
と
い
っ
た
江
戸
府
内
お

よ
び
近
郊
地
域
の
寺
社
の
造
営
を
命
じ
て
い
る
が
、
こ
の
時
に
王
子
権
現
社
・
王
子

稲
荷
社
・
金
輪
寺
の
造
営
も
命
じ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
同
年
の
冬
に
は
こ
の
二

社
一
寺
の
造
営
は
完
了
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

　
さ
て
、
こ
の
王
子
権
現
社
の
縁
起
を
記
し
た
の
が
「
若
一
王
子
縁
起
」
で
あ
る
。

こ
れ
は
全
三
巻
か
ら
な
り
、
詞
と
絵
で
構
成
さ
れ
る
絵
巻
物
の
体
裁
を
と
っ
て
い
る
。

こ
の
絵
巻
に
は
、
寛
永
一
一
年
に
、
家
光
に
よ
っ
て
造
営
さ
れ
た
社
殿
と
、
そ
れ
以

前
の
社
殿
が
描
か
れ
て
い
る
。
造
営
以
前
は
白
木
造
・
草
葺
、
造
営
後
は
壮
麗
な
極

彩
色
・
檜
皮
葺
と
い
う
違
い
は
あ
る
が
、
本
殿
は
い
わ
ゆ
る
権
現
造
で
、
そ
の
前
に

神
楽
殿
が
配
置

さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
は
一
致
し
て
い
る
（
図
2
・
3
参
照
）
。
こ

の

「
若
一
王
子
縁
起
」
と
「
江
戸
図
屏
風
」
と
を
比
較
し
て
み
る
と
、
全
く
異
な
っ

て

い

る
こ
と
が
確
認
で
き
よ
う
。
そ
こ
で
、
次
に
問
題
と
な
る
の
は
、
「
若
一
王
子

縁
起
」
に
描
か
れ
た
社
殿
の
信
愚
性
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
「
若
一
王
子
縁
起
」
制

作
の
経
緯
を
み
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

　
社
殿
造
営
の
完
了
す
る
頃
、
寛
永
一
一
年
一
〇
月
に
、
家
光
は
王
子
権
現
社
を
訪

れ
、
別
当
金
輪
寺
に
縁
起
の
有
無
な
ど
に
つ
い
て
尋
ね
た
。
王
子
権
現
社
の
縁
起
は
、

中
古
に
焼
失
し
た
旨
、
金
輪
寺
は
回
答
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
家
光
は
縁
起
の
制
作

を

命

じ
、
林
道
春
が
詞
書
を
、
鈴
木
権
兵
衛
が
詞
書
の
筆
耕
を
、
狩
野
尚
信
が
絵
を

担
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
ま
ず
詞
書
の
制
作
が
進
め
ら
れ
、
文
案
が
出
来
上
が
っ

た

と
こ
ろ
で
家
光
に
提
出
さ
れ
、
若
干
の
修
正
を
命
じ
ら
れ
、
そ
の
部
分
を
訂
正
し
、

寛
永
一
六
年
閏
一
一
月
一
七
日
に
完
成
し
た
。
絵
は
、
こ
の
詞
書
の
趣
旨
に
も
と
つ

い
て

描
か
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
絵
を
担
当
し
た
狩
野
尚
信
は
、
王
子
を
訪
れ
、
金

輪
寺
に
止
宿

し
、
造
営
さ
れ
た
ば
か
り
の
王
子
権
現
社
・
王
子
稲
荷
社
や
周
辺
の
景

観

を
画
い
て
、
縁
起
制
作
の
た
め
の
実
地
調
査
を
行
っ
て
い
る
。
な
お
、
家
光
は
寛

永
一
四
、
五
年
頃
に
、
小
人
目
付
を
派
遣
し
て
、
王
子
権
現
社
の
縁
起
に
関
す
る
事

項
を

調
査

し
て
も
い
る
。
こ
う
し
て
寛
永
一
八
年
七
月
一
七
日
に
縁
起
は
完
成
し
た
。

し
か
し
、
す
ぐ
に
は
王
子
権
現
社
に
奉
納
さ
れ
ず
、
幕
府
の
宝
庫
に
納
め
ら
れ
て
い

た
。
そ
の
後
、
承
応
三
年
（
一
六
五
四
）
一
二
月
二
五
日
に
、
模
本
と
と
も
に
王
子

権
現
社
に
奉
納

さ
れ
、
金
輪
寺
に
保
管
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
縁

起
は
、
嘉
永
三
年
（
一
八
五
〇
）
四
月
、
も
し
く
は
万
延
元
年
（
一
八
六
〇
）
一
二

月
の
火
災
で
焼
失
し
て
し
ま
っ
た
。
し
か
し
、
幕
府
絵
所
で
あ
る
板
谷
工
房
に
よ
っ

て

制
作
さ
れ
た
模
本
が
、
現
在
財
団
法
人
紙
の
博
物
館
に
所
蔵
さ
れ
て
お
り
、
「
若
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一
王
子
縁
起
L
の
全
貌
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

こ
の
よ
う
な
「
若
一
王
子
縁
起
」
の
制
作
過
程
や
、
家
光
に
よ
る
王
子
両
社
の
造

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

営
を

記
念
す

る
た
め
と
い
う
制
作
目
的
か
ら
す
る
と
、
「
若
一
王
子
縁
起
」
に
描
か

れ
た
王
子
権
現
社
の
社
殿
や
境
内
の
景
観
は
、
寛
永
期
の
状
況
を
よ
く
示
し
て
い
る

と
理
解
し
て
問
題
は
あ
る
ま
い
。
と
す
る
と
、
「
江
戸
図
屏
風
」
に
描
か
れ
た
景
観

は
、
ど
の
よ
う
に
理
解
す
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
三
つ
の
祠
を
並
べ
て
描
い
て

い

る
の
は
、
王
子
権
現
社
が
熊
野
三
神
を
勧
請
し
た
と
い
う
伝
承
を
前
提
と
し
、
こ

の

イ
メ
ー
ジ
を
画
像
化
し
た
と
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
少
な
く

と
も
「
江
戸
図
屏
風
」
を
描
い
た
絵
師
は
、
王
子
権
現
社
を
実
際
に
は
み
て
い
な
い

こ
と
に
な
る
。
家
光
は
、
寛
永
一
一
年
二
月
以
降
、
し
ば
し
ぽ
王
子
方
面
で
狩
を
行

　
　
（
6
）

っ

て

い

る
。
「
江
戸
図
屏
風
」
の
発
注
主
が
家
光
の
側
近
で
、
家
光
に
随
従
し
て
い

た

な
ら
ば
、
現
実
の
王
子
権
現
社
を
み
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
江
戸
図

屏

風
」
が
寛
永
＝
年
二
月
以
前
の
状
況
を
描
こ
う
と
し
た
の
で
あ
れ
ぽ
、
そ
の
時

期
に
家
光
ら
は
王
子
を
訪
れ
て
い
な
い
の
で
、
造
営
以
前
の
王
子
権
現
社
を
実
際
に

は

み
て

い
な

い

こ
と
の
一
応
の
説
明
に
は
な
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
理
解
す
る

と
、
寛
永
一
一
年
二
月
以
前
に
、
王
子
権
現
社
と
家
光
を
結
び
つ
け
る
も
の
が
な
く

な
っ
て
し
ま
う
。
家
光
の
事
績
を
顕
彰
し
よ
う
と
す
る
「
江
戸
図
屏
風
」
で
、
な
ぜ

王
子
権
現
社
を

描
か
ね
ば

な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
浮
か
び
上
が
っ

て

く
る
の
は
、
後
述
す
る
家
光
の
将
軍
継
嗣
を
め
ぐ
っ
て
、
春
日
局
が
王
子
権
現
社

に
祈
願

し
た
と
い
う
伝
承
で
あ
る
。
現
在
の
と
こ
ろ
こ
の
伝
承
を
実
証
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
が
、
も
し
仮
に
、
こ
の
伝
承
が
事
実
を
反
映
し
た
も
の
と
す
る
と
、
家
光

の

将
軍
継
嗣
に

功
の
あ
っ
た
王
子
権
現
社
を
描
か
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と

に
な

る
。
し
か
も
、
こ
う
し
た
こ
と
を
知
り
う
る
の
は
、
家
光
、
あ
る
い
は
春
日
局

の

身
近
に

い

た
者

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
「
江
戸
図
屏
風
」
の
成
立
・
制
作
者
を
め

ぐ
る
議
論
に
、
も
う
一
つ
謎
を
加
え
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
が
、
今
後
の
検
討
に

ま
ち
た
い
。

二
　
王
子
権
現
社
の
祭
礼
と
槍
の
交
換

　
王
子
権
現
社
の
祭
礼
は
、
七
月
一
三
日
に
行
わ
れ
、
別
当
金
輪
寺
に
よ
っ
て
、
神

楽
殿
で
田
楽
躍
が
執
行
さ
れ
た
。
こ
の
祭
礼
は
「
槍
祭
り
」
と
も
呼
ば
れ
て
い
た
。

こ
れ
は
、
田
楽
躍
が
執
行
さ
れ
る
神
楽
殿
の
回
り
に
槍
を
奉
納
し
、
交
換
す
る
と
い

う
習
俗
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
現
在
で
も
王
子
神
社
の
社
務
所
で
「
槍
」

が

頒
布
さ
れ
て
い
る
（
図
4
参
照
）
。
ま
ず
、
こ
の
「
槍
」
の
由
来
書
を
あ
げ
て
お

こ
う
。

　
　
　
　
御
槍
の
由
来

　
　
　
徳

川
三
代
将
軍
家
光
公
は
剛
毅
諮
達
、
徳
川
十
五
代
の
基
礎
を
固
め
た
人
で

　
　
あ
り
ま
す
が
、
竹
千
代
と
呼
ば
れ
た
幼
少
の
頃
は
気
の
荒
い
少
年
で
あ
っ
た
た

　
　

め
、
そ
の
弟
、
国
千
代
を
以
て
将
軍
の
後
嗣
と
し
よ
う
と
企
て
る
一
派
が
あ
っ

　
　
た
の

で
、
竹
千
代
の
乳
母
、
春
日
局
は
大
い
に
心
痛
し
て
、
百
方
奔
走
す
る
と

　
　
共
に

神
仏
に
祈
請
し
て
、
後
嗣
達
成
を
念
願
し
ま
し
た
。
そ
の
折
当
社
に
も
深

　
　
く
祈
願
し
念
願
叶
っ
て
、
竹
千
代
が
目
出
度
く
三
代
将
軍
と
な
っ
た
の
で
、
お

　
　
礼
に
槍
を

奉
納
し
ま
し
た
。

　
　
　
世
人

は
、
こ
れ
を
「
開
運
撰
災
の
御
槍
」
と
尊
重
し
、
雛
形
の
槍
を
作
り
神
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前
に

祈
っ
て
こ
れ
を
受
け
、
神
棚
に
祭
り
ま
し
た
。
こ
れ
を
念
じ
て
働
く
と
き

　
　
は

運
を

開
き
、
病
に
苦
し
む
者
も
こ
れ
を
念
じ
て
患
部
を
撫
で
る
と
き
は
、
忽

　
　
ち
病
魔
が
退
散
す
る
と
て
、
大
祭
に
は
こ
の
御
槍
を
受
け
る
者
で
賑
わ
い
、
為

　
　
に
、
当
社
の
大
祭
が
「
王
子
権
現
の
槍
祭
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　
春

日
局
が
家
光
の
徳
川
三
代
将
軍
襲
職
を
王
子
権
現
社
に
祈
願
し
、
願
が
成
就
し

た
お

礼
に
槍
を
奉
納
し
た
と
い
う
伝
承
が
あ
り
、
こ
れ
に
あ
や
か
っ
て
か
、
祭
礼
の

日
に
雛
形
の
槍
を
作
り
奉
納
し
、
前
に
他
の
人
が
奉
納
し
た
槍
を
持
ち
帰
る
と
い
う

習
俗
が
あ
っ
た
。
春
日
局
の
伝
承
の
実
否
を
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
前
述

し
た
よ
う
に
、
徳
川
将
軍
家
、
あ
る
い
は
家
光
と
王
子
権
現
社
と
の
関
係
を
考
慮
す

る
と
、
こ
う
し
た
伝
承
が
一
般
に
受
け
入
れ
ら
れ
や
す
い
条
件
が
あ
っ
た
と
い
え
よ

う
。　

槍
の
交
換
と
い
う
習
俗
が
、
い
つ
ご
ろ
か
ら
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
は
不

明
で
あ
る
。
「
若
一
王
子
縁
起
」
を
み
る
限
り
で
は
、
槍
の
交
換
に
関
す
る
記
事
は

な
く
、
絵
も
描
か
れ
て
い
な
い
（
図
5
参
照
）
。
槍
の
交
換
と
い
う
習
俗
を
記
し
た

最
初
の
文
献
は
、
享
保
二
〇
年
（
一
七
三
五
）
に
刊
行
さ
れ
た
菊
岡
浩
涼
の
「
続
江

戸
砂
子
温
古
名
跡
誌
」
巻
之
一
で
あ
る
。
七
月
二
二
日
の
祭
礼
の
日
に
、

　
　
氏
子
共
竹
に
て
い
ろ
く
の
鑓
を
作
り
、
拝
殿
の
廻
リ
へ
こ
れ
を
さ
し
置

と
在
只
ま
、
寛
延
四
年
（
一
七
五
一
）
に
刊
行
さ
れ
た
奥
村
玉
華
子
の
「
辮
願

江
戸
惣
鹿
子
名
所
大
全
」
に
も
、

　
　
氏
子
ど
も
竹
に
て
さ
ま
く
の
鉾
を
作
り
、
拝
殿
の
四
面
に
建
置
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

と
い
う
よ
う
に
、
同
様
の
記
事
が
あ
る
。
右
の
記
事
の
中
で
、
「
拝
殿
」
と
あ
る
が
、

こ
れ
は
後
年
の
記
録
類
か
ら
み
て
、
神
楽
殿
の
誤
り
で
あ
ろ
う
。
少
な
く
と
も
、
右

の

記
事
か

ら
、
　
一
八
世
紀
中
期
に
は
、
祭
礼
に
際
し
て
田
楽
が
躍
ら
れ
る
神
楽
殿
の

周

囲
に
、
氏
子
た
ち
が
槍
を
立
て
て
奉
納
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
前

述
し
た
よ
う
に
、
近
世
に
王
子
権
現
社
の
祭
礼
は
、
毎
年
七
月
二
二
日
に
行
わ

れ
て

い

た

が
、
寛
政
七
年
（
一
七
九
五
）
に
は
七
月
一
七
日
に
延
期
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
時
に
王
子
田
楽
を
見
に
き
た
田
安
宗
武
の
家
臣
で
、
国
学
者
・
歌
人
で
あ
っ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

長
野
清
良
は
、
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

　
　
拝
殿
の

も
と
に
よ
り
て
み
れ
ば
、
と
み
に
竹
を
た
て
入
か
こ
ひ
し
て
、
そ
の
竹

　
　
に

か

り
そ
め
な
る
さ
ま
に
作
り
な
し
た
る
矛
か
た
並
ひ
立
た
り
、
是
は
所
の
な

　
　
ら
は
し
に
て
、
い
に
し
へ
よ
り
す
也
と
き
く
を
さ
め
ほ
こ
な
り
、
ね
き
事
か
な

　
　

ヘ
ハ
を

さ
め
奉
る
と
か
、
さ
れ
ハ
そ
の
願
成
就
し
て
納
め
奉
れ
る
矛
を
ま
た
か

　
　
り
奉
る
と
て
、
皆
人
持
帰
り
て
家
に
お
き
、
を
の
が
ね
き
事
か
な
ふ
時
、
あ
ら

　
　
た
に

矛
か
た
作
り
そ
へ
て
ま
た
納
る
こ
と
な
り
と
そ
、
け
ふ
も
か
り
奉
り
て
か

　
　

へ

る
も
あ
り
、
願
成
就
せ
し
と
見
へ
て
、
新
た
な
る
を
も
て
ま
ゐ
り
て
納
む
る

　
　
も
あ
り
、
僕
も
本
社
の
正
面
に
誰
人
か
た
て
け
む
成
就
の
矛
あ
る
を
二
柄
か
り

　
　
奉

り
て
念
し
お
き
ぬ

　
清
良
は
、
神
楽
殿
の
周
囲
に
廻
ら
さ
れ
た
竹
垣
に
並
べ
立
て
か
け
ら
れ
た
槍
を
見

て
、
こ
れ
は
昔
か
ら
行
わ
れ
て
い
る
土
地
の
習
俗
で
、
諸
願
成
就
し
た
者
が
槍
型
を

奉
納

し
、
諸
願
あ
る
者
は
そ
の
槍
型
を
持
ち
帰
り
、
諸
願
成
就
の
時
に
新
た
に
槍
型

を

作
り
奉
納
す
る
も
の
で
あ
る
と
記
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
習
俗
は
氏
子
だ
け
の
も

の

で
は

な
く
、
参
詣
者
は
誰
で
も
槍
を
奉
納
・
交
換
で
き
た
よ
う
で
あ
る
。
清
良
も

槍
二
柄
を
持
ち
帰
っ
て
い
る
。

　

こ
こ
で
は
槍
は
諸
願
成
就
の
た
め
の
祈
願
物
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。
も
と
も
と
は
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王
子
権
現
社
の
氏
子
の
間
で
の
習
俗
で
あ
っ
た
も
の
が
、
　
一
八
世
紀
末
に
は
祭
礼
の

時
の
一
般
の
参
詣
者
に
ま
で
拡
大
し
て
い
っ
て
い
る
。

　
享
和
二
年

（
一
八
〇

二
）
の
王
子
田
楽
見
物
記
録
で
あ
る
「
王
子
権
現
田
楽
躍
之

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

図
」
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

　
　
王
子
権
現
の
神
事
ハ
毎
年
七
月
十
三
日
に
し
て
、
此
日
ハ
参
詣
の
人
々
鎗
の
形

　
　
を

竹
に
て
こ
し
ら
へ
、
紙
も
て
さ
ま
く
の
鞘
か
け
、
宝
前
に
納
め
、
又
玉
垣

　
　
に
納

め
、
在
所
の
鎗
を
拝
受
し
て
我
家
の
棟
木
に
さ
し
置
て
、
年
の
禍
災
を
ま

　
　

ぬ
か

る
N
と
也
、
門
前
に
此
納
鑓
を
売
処
も
あ
り

　
参
詣
者
が

竹
槍
に
紙
で
さ
ま
ざ
ま
の
鞘
を
付
け
て
奉
納
し
、
ま
た
、
拝
受
し
た
槍

を

持
ち

帰

り
、
家
の
棟
木
に
さ
し
て
お
く
と
、
一
年
間
の
「
禍
災
を
ま
ぬ
か
る
」
の

で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
　
一
九
世
紀
に
な
る
と
、
槍
は
諸
願
成
就
の
祈
願
物
だ
け
で
な

く
、
こ
れ
に
加
え
て
除
災
の
お
守
り
と
し
て
の
意
味
も
含
ま
れ
て
い
っ
た
。
ま
た
、

そ

の

た

め

か
、
王
子
権
現
社
の
門
前
に
は
奉
納
の
槍
を
売
る
店
も
出
る
よ
う
に
な
っ

て

い

っ

た
。
も
と
は
自
分
で
作
っ
て
奉
納
し
た
槍
も
、
門
前
の
店
で
買
っ
て
奉
納
さ

れ

る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
て
槍
を
め
ぐ
る
習
俗
が
江
戸
市
民
の
間
で
も
年
中
行
事
化
し
て
い
っ
た
よ

う
で
、
享
和
三
年
に
刊
行
さ
れ
た
「
増
補
江
戸
年
中
行
事
」
に
、
王
子
権
現
の
祭
礼

の

日
に
、
「
参
詣
の
貴
賎
、
竹
に
て
作
る
鑓
ほ
こ
を
奉
納
せ
し
む
」
と
い
う
よ
う
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

槍
の
奉
納
の
記
事
が
み
ら
れ
る
。

　
文
化
三
年

（
一
八
〇

六
）
に
王
子
田
楽
を
見
に
き
た
小
林
一
茶
は
、
「
け
ふ
神
垣

に
鎗
を

納
」
め
て
「
外
の
や
り
持
か
へ
る
」
の
は
、
「
魔
降
伏
の
た
め
と
か
や
」
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

記

し
、
「
鑓
や
ら
ん
い
ざ
く
踊
れ
里
わ
ら
は
」
と
い
う
句
を
作
っ
て
い
る
。
さ
ら

に
そ

の

槍
を

め
ぐ
っ
て
、

　
　
け

ふ
は
お

のく
鑓
や
う
の
も
の
広
前
に
さ
し
つ
ふ
、
外
人
よ
り
納
り
し
鎗
を

　
　

と
り
替
て
、
西
へ
行
あ
り
、
東
へ
か
へ
る
あ
り
、
宮
人
に
問
へ
ば
、
是
な
ん
悪

　
　
魔
降
伏
の
た
め
と
か
や
、
さ
も
あ
ら
ば
あ
り
な
ん
、
あ
く
ま
で
貧
欲
の
眼
を
い

　
　
か

ら
し
、
お
の
れ
が
な
せ
る
よ
り
い
さ
瓦
か
も
増
り
て
め
ほ
し
き
を
争
ひ
う
ば

　
　

ひ
、
或
は
つ
か
み
あ
ふ
、
あ
は
れ
、
神
を
尊
と
む
心
に
も
あ
ら
ば
、
い
か
で
善

　
　
悪
を
論
ず
べ
き
、
み
つ
か
が
き
の
一
葉
な
り
と
も
事
足
ら
ん
、
あ
さ
ま
し
き
あ

　
　
り
さ
ま
な
り

　
　
　
　
（
1
3
）

と
記
し
て
い
る
。
ま
た
、
文
化
一
〇
年
に
王
子
田
楽
を
見
物
に
き
た
、
伊
予
吉
田
藩

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

の

藩
医

で
、
和
学
者
で
あ
っ
た
本
間
游
清
も
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

　
　
又
此

日
道
の
行
手
に
さ
玉
や
か
な
る
鑓
を
作
り
て
売
る
、
御
社
に
詣
る
人
、
此

　
　
鑓

を
・
。
貝
て
御
社
に
た
て
ま
だ
し
、
扱
か
な
た
に
さ
き
く
を
さ
め
あ
る
鑓
を
請

　
　
取
て
帰
る
、
是
を
家
に
お
け
ハ
し
ら
波
の
立
よ
ら
す
と
て
か
く
ハ
す
る
也
、
拝

　
　
殿
の

め

く
り
に
ゆ
ひ
わ
た
し
た
る
竹
垣
に
、
か
の
鑓
た
て
お
く
に
、
た
れ
も
く

　
　

よ
き
鑓
と
ら
ん
と
て
、
人
の
さ
ふ
げ
来
て
、
た
つ
る
を
お
そ
し
と
争
ひ
と
り
て

　
　

も
て
い
ぬ
る
も
い
と
く
興
あ
り

　
王
子
権
現
社
に

向
か
う
参
道
で
槍
が
売
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
、
奉
納
し
た
槍
よ
り

良
い
槍
を
持
ち
帰
ろ
う
と
、
参
詣
者
の
間
で
争
い
も
生
じ
る
と
い
う
よ
う
に
、
槍
を

め

ぐ
る
習
俗
が
エ
ス
カ
レ
ー
ト
し
て
い
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
は
田
楽
法
師
の

被

る
花
笠
を
奪
い
合
う
「
喧
嘩
祭
り
」
の
様
相
が
槍
の
交
換
に
も
み
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
い
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
さ
ら
に
、
文
化
＝
年
に
王
子
田
楽
を
見
に
き
た
十
方
庵
敬
順
は
次
の
よ
う
に
記
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（
1
5
）

し
て
い
る
。

　
　
此

日
か
ぐ
ら
殿
の
廻
り
に
は
竹
行
馬
を
結
置
に
、
遠
近
の
人
々
大
方
は
武
士
の

　
　
徒
、
紙
に
て
こ
s
ろ
く
に
持
え
し
鎗
を
大
小
と
な
く
、
一
本
ず
つ
持
来
り
て
、

　
　
此
行
馬
に

さ
し
置
、
余
人
の
奉
納
せ
し
鎗
と
取
替
家
に
持
帰
り
置
ぽ
、
盗
賊
除

　
　
の

守
り
に
よ
し
と
て
、
数
千
万
億
の
大
小
の
鎗
髪
に
あ
り
て
彩
し

　
槍
を

奉
納
す
る
の
は
武
士
が
多
い
と
し
て
お
り
、
槍
は
盗
賊
除
の
お
守
り
で
、
数

多
く
の
槍
が
奉
納
さ
れ
て
お
り
、
大
盛
況
で
あ
っ
た
と
記
し
て
い
る
（
図
6
参
照
）
。

　
文
化
一
一
年
に
刊
行
さ
れ
た
、
江
戸
及
び
そ
の
近
郊
の
寺
社
の
霊
験
を
記
す
万
寿

亭
正
二
の

「

挺
炉願
懸
重
宝
記
」
に
は
、
槍
の
も
た
ら
す
利
益
に
つ
い
て
次
の
よ

　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

う
に
記
さ
れ
て
い
る
（
図
7
参
照
）
。

　
　
　
　
○
王
子
権
現
の
鎗

　
　
王
子
権
現
の
祭
礼
ハ
毎
年
七
月
十
三
日
な
り
、
此
日
権
現
の
社
人
お
よ
ひ
近
隣

　
　
の

百
姓
家
よ
り
神
前
に
ゆ
き
、
鑓
を
置
て
祈
念
な
す
に
、
悪
事
災
難
を
ま
ぬ
か

　
　

る
s
と
い
ふ
、
諸
人
此
日
此
神
前
に
い
た
り
て
我
願
望
を
念
じ
、
神
前
に
納
め

　
　
あ
る
鎗
を
一
本
持
か
へ
り
て
是
を
か
け
お
き
て
、
翌
年
又
七
月
十
三
日
に
神
前

　
　
に

い
た

り
て
前
年
持
か
へ
り
し
鎗
を
ふ
た
S
び
持
行
、
ま
た
神
前
に
あ
る
鎗
と

　
　
取
か
へ
て
我
家
に
か
け
お
く
な
り
、
か
く
す
れ
ば
諸
願
成
就
す
る
の
ミ
な
ら
ず

　
　
盗
難
火
難
を

ま
ぬ
か
る
瓦
と
諸
人
此
鎗
を
乞
請
に
ゆ
く
も
の
多
し
、
は
じ
め
て

　
　
の
時
ハ
、
地
内
又
ハ
途
中
に
て
も
小
さ
鎗
を
求
行
て
奉
納
す
る
也
、
毎
年
か
く

　
　

し
て
奉
納
な
し
て
ハ
取
か
へ
く
す
る
時
は
、
心
願
成
就
し
家
内
息
才
な
り
と

　
　
て

毎
年
々
々
此
日
に
は
群
集
な
す
な
り

　
　
　
　
鎗
祭

り
の
神
事
ハ
正
午
の
刻
に
て
ぎ
し
き
あ
つ
て
、
な
ほ
さ
ん
け
い
な
し

　
　
　
　
た

る
人
に
た
ず
ね
と
ひ
く
ハ
し
き
こ
と
を
し
る
べ
し

　
つ
ま
り
、
毎
年
槍
を
奉
納
し
取
り
替
え
れ
ぽ
、
諸
願
が
成
就
し
、
盗
難
・
火
難
除
の

お
守

り
と
な
る
の
で
、
祭
礼
の
日
に
は
大
勢
の
者
が
参
詣
し
た
。
は
じ
め
て
参
詣
す

る
者
は
、
境
内
あ
る
い
は
参
道
で
売
ら
れ
て
い
る
小
さ
な
槍
を
買
っ
て
奉
納
す
る
と

い

う
の
で
あ
る
。
ま
た
、
「
槍
祭
り
の
神
事
」
と
あ
り
、
文
献
の
上
で
は
初
め
て
「
槍

祭
り
」
の
名
称
が
出
て
く
る
。

　
文
政
一
〇
年
（
一
八
二
七
）
に
刊
行
さ
れ
た
岡
山
鳥
編
の
「
江
戸
名
所
花
暦
」
に
は
、

　
　
信
心
の

輩
、
思
ひ
く
に
少
き
槍
を
持
、
神
前
に
さ
ふ
け
置
て
祈
念
な
し
、
い

　
　
た

瓦
き
て
帰
る
、
参
詣
の
人
々
、
交
易
す
る
こ
と
あ
り
、
火
難
、
賊
難
を
除
る

　
　
と
い
ふ

　
　
　
　
　
（
1
7
）

と
記
さ
れ
て
お
り
、
参
詣
者
が
槍
を
交
換
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　
天
保
九
年

（
一
八
三
八
）
に
刊
行
さ
れ
た
斎
藤
幸
成
の
「
東
都
歳
事
記
」
に
は
、

　
　
参
詣
の
輩
、
神
前
に
小
き
鎗
を
納
め
、
先
に
余
人
の
納
る
所
の
鎗
と
取
か
へ
て

　
　
家
に
収
め
、
火
災
盗
難
除
の
守
と
す
、
翌
年
此
鎗
の
一
本
を
添
て
奉
納
す
、
故

　
　

に
又
や

り
ま
つ
り
と
も
い
ふ

と
い
う
よ
う
に
、
毎
年
、
前
年
の
槍
に
新
し
い
槍
を
添
え
て
、
都
合
二
本
を
奉
納
し
、

ま
た
一
本
を
持
ち
帰
る
と
い
う
習
俗
が
江
戸
市
民
の
間
で
年
中
行
事
と
し
て
定
着
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

て

お

り
、
槍
祭
り
の
名
称
も
定
着
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

　
天
保
九
年
頃
に
成
稿
し
た
と
い
う
「
砂
子
の
残
月
」
に
は
、

　
　
今
日
江
戸
及
び
近
在
よ
り
諸
人
参
詣
す
、
志
願
あ
る
所
の
者
は
竹
竿
を
以
て
鑓

　
　
を

作

り
、
是
を
神
前
に
納
め
、
又
は
社
内
に
あ
る
所
の
竹
竿
鑓
を
請
乞
て
携
持

　
　
て

家
に
帰
る
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（
1
9
）

と
あ
り
、
嘉
永
六
年
（
一
八
五
三
）
に
刊
行
さ
れ
た
山
崎
美
成
編
・
橋
本
貞
秀
図
の

「
大
江
戸
図
説
集
覧
」
に
も
、

　
　

毎
年
七

月
十
三
日
田
楽
躍
あ
り
、
寺
中
十
二
坊
よ
り
こ
れ
を
つ
と
む
、
参
詣
の

　
　
者
紙
細

工
の

槍
を

納
め

あ
り
し
を
受
て
か
へ
り
魔
除
と
す
、
此
神
事
を
俗
に
槍

　
　

祭
り
と
い
へ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

と
い
う
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
て
、
槍
の
交
換
の
習
俗
が
、
江
戸
市
民
の
間
で
一
般
化

し
て
い
た
こ
と
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
も
確
認
で
き
る
。

　

さ
て
、
奉
納
さ
れ
る
槍
に
は
、
大
小
さ
ま
ざ
ま
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
明
治
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

期
に
は
次
の
よ
う
な
形
態
で
あ
っ
た
。

　
　
王
子
神
社
に
詣
て
、
先
つ
拝
を
為
す
に
、
神
前
に
小
さ
き
槍
数
多
納
め
て
あ
り
、

　
　
其
柄
は
大
抵
竹
に
て

一
尺
許

な
る
を
、
金
紙
を
も
て
捻
り
巻
き
、
丹
色
に
塗
り
、

　
　

其
頭
は
鞘
を
は
め
し
形
に
て
木
製
な
り
、
是
れ
を
は
墨
染
若
く
は
藍
に
て
塗
れ

　
　

り
、
皆
参
詣
人
の
納
る
所
に
て
、
是
日
参
詣
人
は
、
各
々
其
持
ち
来
り
し
を
納

　
　
め

て
、
他
人
の
納
め
置
し
者
を
請
ひ
去
り
、
家
に
蔵
し
て
火
災
及
ひ
盗
難
除
の

　
　
守
護
と
し
、
翌
年
其
槍
に
一
本
を
添
て
奉
納
す
る
を
例
と
す
、
故
に
此
祭
典
を

　
　
槍
祭
り
と
も
い
ふ
。

つ
ま
り
、
柄
は
竹
で
、
長
さ
一
尺
ほ
ど
を
丹
色
に
塗
り
、
金
紙
を
捻
り
巻
い
て
あ
り
、

穂
先
は
鞘
を

は

め
た
形

で
、
そ
の
鞘
は
木
製
で
、
墨
染
か
藍
で
塗
っ
て
あ
っ
た
。
清

水
晴
風
が
編
ん
だ

郷
土
玩
具
図

録
で
、
明
治
四
一
年
（
一
九
〇
八
）
に
芸
艸
堂
か
ら

刊
行

さ
れ
た
『
う
な
ゐ
の
友
』
第
四
篇
に
は
、
同
様
の
図
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
（
図

8
参
照
）
。
ま
た
、
槍
を
鞘
に
納
め
る
と
い
う
形
式
を
と
る
の
は
、
太
平
の
世
を
祝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

す

る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
現
在
王
子
神
社
の
社
務
所
で
頒
布
さ
れ
て
い
る
槍

も
、
右
と
同
様
の
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
祭
礼
の
日
だ
け
で
な
く
、
一
年
中
い
つ
で

も
槍
を
頒
布
し
て
も
ら
え
る
が
、
祭
礼
の
日
の
槍
の
奉
納
・
交
換
と
い
っ
た
習
俗
は

い

つ

し
か
廃
れ
て
し
ま
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
た
槍
の
交
換
と
は
別
に
、
王
子
権
現
社
の
祭
礼
の
時
に
執
行

さ
れ
る
「
田
楽
躍
」
に
関
し
て
も
、
槍
を
め
ぐ
る
習
俗
が
み
ら
れ
る
。
こ
の
習
俗
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

み
て

い
く
前
に
、
簡
単
に
田
楽
躍
の
行
事
の
式
次
第
を
確
認
し
て
お
こ
う
。

　
前
述
し
た
よ
う
に
、
田
楽
躍
は
王
子
権
現
社
の
別
当
で
あ
る
金
輪
寺
中
に
よ
っ
て

執
行

さ
れ
た
。
そ
の
式
次
第
は
、
①
金
輪
寺
で
開
始
の
合
図
の
太
鼓
を
打
ち
鳴
ら
す
。

②
離
子
方
が
神
楽
殿
に

昇
り
、
横
笛
・
太
鼓
を
奏
す
。
③
金
輪
寺
住
職
の
行
列
が
入

場

し
て
き
て
、
住
職
等
が
席
に
つ
く
。
④
田
楽
法
師
を
迎
え
る
七
度
半
の
儀
式
。
⑤

田
楽
法
師
の
行
列
が
入
場
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
位
置
を
定
め
る
。
⑥
田
楽
躍
一
二
番
が

躍

ら
れ
る
。
⑦
＝
蕃
の
途
中
で
田
楽
法
師
の
被
る
花
笠
が
見
物
人
に
投
げ
ら
れ
、

花
笠
の

奪
い
合
い
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
「
喧
嘩
祭
り
」
が
行
わ
れ
る
。
⑧
終
了
の
式
、

以
上
で
あ
る
。
ま
た
、
金
輪
寺
住
職
の
行
列
の
構
成
は
、
基
本
的
に
は
、
法
師
武
者

一
人
が
先
導

し
、
警
固
が
金
輪
寺
住
職
の
前
後
に
つ
き
、
稚
児
二
人
が
金
輪
寺
住
職

の

前
の
左
右
に
位
置
し
、
金
輪
寺
住
職
に
は
傘
持
・
履
持
・
白
衣
の
丁
が
随
い
、
最

後
に
七
度
半
の
使
者
が
続
く
と
い
う
形
で
あ
っ
た
。
田
楽
法
師
の
行
列
の
構
成
は
、

同
様
に
法
師
武
者
が
先
導
し
、
四
魔
帰
武
者
二
人
に
続
い
て
、
田
楽
法
師
八
人
と
い

う
形
で
あ
っ
た
。

　

こ
う
し
た
田
楽
躍
の
式
次
第
に
も
、
時
期
に
よ
っ
て
若
干
の
変
化
が
み
ら
れ
る
よ

う
に
な
っ
て
く
る
。
田
安
家
臣
で
狂
歌
師
と
し
て
知
ら
れ
た
唐
衣
橘
洲
（
小
島
源
之

助
）
が
、
寛
政
一
二
年
（
一
八
〇
〇
）
に
王
子
田
楽
を
見
物
し
た
時
の
記
録
で
あ
る
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（
2
4
）

「
王
子

田
楽
記
」
に
は
、
次
の
よ
う
な
記
事
が
み
ら
れ
る
。

　
　
か

ら
う
じ
て
色
め
き
わ
た
る
は
、
今
や
と
見
る
に
、
氏
子
ど
も
の
さ
は
や
か
に

　
　
出
た
ち
た
る
拾
余
人
、
色
ど
り
た
る
竹
の
鑓
も
ち
て
ど
よ
め
く
が
、
拝
殿
の
ま

　
　
へ
に
き
た
り
、
南
北
に
わ
か
ち
て
、
い
ど
み
た
ふ
か
ふ
さ
ま
す
る
は
、
神
軍
の

　
　
余
波

な
る
べ
し
、
は
て
は
、
竹
の
鑓
そ
の
ま
ふ
う
ち
を
き
て
い
ぬ
る
を
、
も
の

　
　
見
の
人
と
よ
み
わ
た
り
て
と
る
も
い
と
ら
う
が
は
し

　
金
輪
住
職
の

行
列
が
入
場
し
て
く
る
前
に
、
神
楽
殿
の
前
で
氏
子
た
ち
が
向
い
合

い
、
色
と
り
ど
り
の
竹
槍
を
突
き
合
わ
せ
る
と
い
う
儀
式
が
行
わ
れ
、
そ
の
後
に
、

右
の
氏
子
が
投
げ
捨
て
た
槍
を
見
物
人
が
奪
い
合
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
は
後
に
は
、
次
の
よ
う
に
変
化
し
て
い
っ
た
。
土
佐
の
儒
者
で
、
塙
保
己
一

の

「
群
書
類
従
」
の
編
纂
を
助
け
た
宮
地
仲
枝
が
、
文
化
元
年
（
一
八
〇
四
）
に
王

子

田
楽
を
見
物
し
た
時
の
記
録
で
あ
る
「
観
田
楽
記
」
に
は
次
の
よ
う
な
記
事
が
あ

（2
5
）

る
。　

　
先
拝
殿
階
上
二
畳
ヲ
敷
キ
、
託
ヲ
敷
キ
、
斑
慢
ヲ
張
リ
、
別
当
法
師
出
張
ノ
坐

　
　
ヲ
設
ク
、
其
後
幼
童
六
、
七
人
計
儀
杖
禰
佗
W
グ
け
舗
”
噺
ニ
ヲ
打
カ
タ
ギ
、
エ
イ

　
　く
ト
声
ヲ
上
ケ
、
楼
門
ヲ
入
リ
、
社
ヲ
回
リ
椎
自
リ
、
楼
門
を
出
ツ
、
如
此

　
　
ス

ル
事
数
次

ま
た
、
先
に
も
掲
げ
た
本
間
游
清
が
文
化
一
〇
年
（
一
八
一
三
）
に
王
子
田
楽
を
見

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

物
し
た
時
の
記
録
に
は
次
の
よ
う
な
記
事
が
あ
る
。

　
　

ま
つ
は
し
め
に
十
ま
り
な
く
童
子
七
人
は
か
り
竹
の
鑓
を
も
ち
、
又
割
竹
を
手

　
　

こ
と
に
と
り
て
、
あ
ふ
と
声
を
う
ち
あ
け
は
し
り
出
、
拝
殿
を
め
ぐ
り
て
寺
に

　
　
帰
れ
ば
、
甲
冑
よ
う
ひ
た
る
法
師
割
竹
を
つ
き
て
出
く
る
（
図
9
参
照
）

さ
ら
に
、
清
水
家
の
御
広
敷
用
人
を
勤
め
た
村
尾
正
靖
が
文
化
・
文
政
期
（
一
八
〇

四

～
三
〇
）
に
王
子
田
楽
を
見
物
し
た
時
の
記
録
で
あ
る
「
江
戸
近
郊
道
し
る
べ
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

巻
九
に

は
次
の

よ
う
な
記
事
が
あ
る
。

　
　
八
鼓
過

る
比
、
別
当
の
坊
に
て
太
鼓
を
な
ら
す
、
さ
せ
る
拍
子
も
な
く
打
つ
s

　
　
く
時
に
、
近
村
の
小
児
等
あ
ま
た
さ
ま
く
の
作
り
鞘
し
た
る
竹
の
や
り
を
か

　
　
た

け
、
細
竹
の
さ
ふ
ら
子
二
わ
り
た
る
を
打
ふ
り
て
、
別
当
の
門
内
よ
り
走
り

　
　
出
、
楽
堂
の
西
よ
り
社
の
前
迄
の
見
物
の
人
を
払
ふ
、
み
だ
り
二
わ
め
き
、
の

　
　

s
し
り
て
、
割
竹
に
て
人
と
も
い
は
す
打
た
s
き
、
元
の
如
く
た
ち
か
へ
る
、

　
　
如
此
す
る
事
三
、
四
回
に
て
、
楽
堂
の
上
の
東
の
隅
二
布
衣
の
装
束
し
た
る
も

　
　
の

三
人
在

て
、
太
鼓
を
打

　
つ

ま
り
、
文
化
期
に
な
る
と
、
氏
子
に
代
っ
て
、
村
の
一
〇
歳
位
の
子
供
た
ち
六
、

七
人
ほ

ど
が
、
鞘
を
紙
で
作
っ
た
竹
槍
を
持
っ
て
、
金
輪
寺
の
門
内
か
ら
走
り
出
て
、

神
楽
殿
の
周
囲
を
左
か
ら
右
に
回
り
な
が
ら
、
「
エ
イ
く
」
あ
る
い
は
「
あ
s
」

と
声
を
あ
げ
、
金
輪
寺
に
走
り
帰
る
と
い
う
こ
と
を
数
回
行
っ
て
い
る
。
こ
う
し
て

金
輪
寺
住
職
の
行
列
が
入
場
し
て
く
る
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
儀
式
が
追
加
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
理
由
は
、
村
尾
正
靖
が
指
摘
し
て

い

る
よ
う
に
、
金
輪
寺
住
職
が
入
場
し
、
拝
殿
に
設
置
さ
れ
た
座
に
つ
く
ま
で
の
通

路
か
ら
、
見
物
人
を
追
い
払
う
こ
と
に
、
こ
の
儀
式
の
意
味
が
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

元
来
は
、
金
輪
寺
住
職
の
行
列
の
通
路
を
あ
け
さ
せ
る
先
払
い
の
役
は
、
法
師
武
老

の

勤
め

る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
一
八
世
紀
末
に
な
る
と
、

田
楽
見
物
の
人
々
が
、
境
内
に
あ
ふ
れ
か
え
る
よ
う
に
な
り
、
法
師
武
者
に
よ
る
洗

払
い
の
み
で
は
、
通
路
を
あ
け
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
き
た
。
こ
う
し
て
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金
輪
寺
住
職
の
行
列
の
通
路
を
あ
け
さ
せ
る
た
め
の
儀
式
が
、
新
た
に
追
加
さ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
儀
式
の
追
加
と
と
も
に
、
花

笠
の
奪
い
合
い
が
エ
ス
カ
レ
ー
ト
し
て
き
て
、
神
楽
殿
の
周
囲
に
竹
矢
来
が
設
け
ら

れ

る
よ
う
に
も
な
っ
て
い
っ
た
。

　

さ
ら
に
、
文
政
期
に
な
る
と
次
の
よ
う
な
儀
式
も
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
江
戸

下
谷
御
成
道
で
医
師
を
し
て
い
た
加
藤
曳
尾
庵
が
文
政
四
年
（
一
八
二
一
）
に
王
子

田
楽
を
見
物
し
た
時
の
記
録
で
あ
る
「
我
衣
」
巻
一
六
に
は
次
の
よ
う
な
記
事
が
あ

（2
8
）

る
。

　
　
扱
夫

よ
り
七
度
半
の
御
使
と
い
ふ
有
り
、
白
張
に
烏
帽
子
着
た
る
下
部
の
、
袋

　
　
入
の
参
内
傘
を
か
つ
ぎ
て
寺
の
門
よ
り
本
社
の
前
迄
ひ
た
は
し
り
に
至
る
、
十

　
　
二
三
歳
童
数
十
人
、
割
竹
を
持
て
是
を
追
ふ
、
か
く
す
る
事
七
度
半
也

　
七

度
半
の
儀
式
の
時
に
、
一
二
、
三
歳
の
子
供
が
数
十
人
割
竹
で
七
度
半
の
使
者

を
追
う
と
い
う
こ
と
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
天
保
七
年

（
一
八
三

六
）
に
刊
行
さ
れ
た
「
江
戸
名
所
図
会
」
一
五
に
は
、

　
　
王
子
村
の
童
子
、
手
毎
に
竹
の
鉾
を
持
ち
て
警
固
す
、
祭
終
つ
て
後
、
参
詣
の

　
　
貴
賎
か
の
鉾
を
携
へ
て
帰
り
、
火
災
盗
難
を
除
く
の
守
護
と
す
、
こ
れ
も
古
よ

　
　

り
の
習
俗
と
そ
聞
え
し

　
（
2
9
）

と
あ
り
、
弘
化
四
年
（
一
八
四
七
）
に
刊
行
さ
れ
た
松
亭
金
水
の
「
江
都
近
郊
名
勝

一覧
」
に
も
、

　
　
此

日
王
子
村
の
童
手
毎
に
竹
の
鉾
を
持
て
警
固
す
、
祭
終
り
て
参
詣
の
貴
賎
か

　
　
の

鉾
を

携
へ
火
災
盗
難
を
除
く
の
守
り
と
す
、
是
旧
例
な
り

　
（
3
0
）

と
あ
る
。
王
子
村
の
子
供
た
ち
が
竹
槍
を
持
っ
て
警
固
し
、
祭
礼
が
終
る
と
参
詣
者

が
そ

の

槍
を

火
難
・
盗
難
除
の
お
守
り
と
し
て
持
ち
帰
る
と
い
う
習
俗
が
み
ら
れ
る

の

で
あ
る
。
こ
こ
で
は
奉
納
の
槍
と
、
子
供
の
持
つ
槍
と
に
混
同
が
生
じ
て
い
る
。

こ
の
七
度
半
の
使
者
を
追
い
返
す
村
童
た
ち
の
持
つ
槍
か
ら
槍
祭
り
の
名
称
が
出
た

の

で
は

な
い
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

　
明
治
に
な
っ
て
も
七
度
半
の
使
者
を
村
童
が
楼
門
の
外
で
竹
槍
で
打
っ
て
追
い
返

す

と
い
う
儀
式
は
行
わ
れ
た
。
神
仏
分
離
後
、
王
子
田
楽
が
王
子
神
社
と
氏
子
た
ち

に

よ
っ
て
執
行
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
以
降
の
、
王
子
田
楽
の
式
次
第
を
記
し
た

「
田
楽
式
ノ
記
」
に
は
、

　
　
七
度

半
ノ
儀
式
、
是
ハ
社
務
所
門
前
ヨ
リ
傘
ヲ
持
、
其
前
後
二
子
供
二
十
人
花

　
　
鎗
ヲ
持
、
之
ヲ
警
衛
ス

　
　
（
3
1
）

と
あ
り
、
ま
た
、
山
下
重
民
「
観
王
子
神
社
田
楽
記
井
考
証
」
に
も
、

　
　
か

く
て
神
職
の
門
よ
り
、
前
の
長
柄
の
傘
持
ち
た
る
者
出
来
る
に
、
か
ね
て
楼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
ふ
た
け
　
　
　
　
　
　
　
　
う

　
　
門
外
に
集
り
居
る
村
童
等
、
長
き
篠
竹
も
て
之
を
撲
て
り
、
是
も
年
々
の
例
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た

　
　
り
と
す
、
彼
者
楼
門
よ
り
入
て
、
神
殿
の
前
に
至
り
、
傘
を
植
て
い
み
じ
く
礼

　
　
拝

し
、
小
足
に
趨
り
て
楼
門
を
出
れ
は
、
亦
撲
た
る
、
し
か
く
往
返
す
る
こ
と

　
　
七
度
半
に
し
て
や
み
ぬ
、
之
を
七
度
半
の
使
と
い
ふ

　
（
3
2
）

と
あ
る
よ
う
に
、
右
の
儀
式
が
続
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
が
、
こ
の
槍

を

見
物
人
が
お
守
り
と
し
て
持
ち
帰
る
と
い
う
こ
と
は
な
く
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　
本
節
で
は
王
子
権
現
社
の
祭
礼
の
時
の
槍
を
め
ぐ
る
習
俗
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
。

一
八
世
紀
中
期
か
ら
一
九
世
紀
初
期
に
か
け
て
、
氏
子
の
奉
納
か
ら
、
参
詣
人
が
誰

で

も
奉
納
・
交
換
す
る
よ
う
に
な
り
、
槍
の
も
つ
意
味
も
、
所
願
成
就
の
た
め
の
祈

願
物
に
加
え
て
、
火
難
・
盗
難
除
の
お
守
り
と
し
て
の
意
味
も
付
加
さ
れ
て
い
っ
た
。
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江戸の名所・王子

こ

れ
は
王
子
権
現
社
が
庶
民
に
と
っ
て
は
、
村
の
鎮
守
か
ら
江
戸
市
民
の
信
仰
対
象

へ
と
拡
大
し
て
い
っ
た
か
ら
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
背
景
に
は
、
王
子
が
江
戸
近
郊

の

名
所
と
し
て
、
一
八
世
紀
中
期
か
ら
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
き
た
こ
と
が
あ
げ

ら
れ
よ
う
。

三
　
金
輪
寺

と
五
香
湯

　
王
子
権
現
社
・
王
子
稲
荷
社
の
別
当
で
あ
っ
た
金
輪
寺
の
創
建
時
期
に
つ
い
て
も

　
　
　
　
　
（
3
3
）

よ
く
わ
か
ら
な
い
。
た
だ
、
八
幡
太
郎
義
家
が
、
前
九
年
の
役
に
際
し
て
金
輪
寺
の

社
頭
で
金
輪
仏
頂
の

法
を

修
せ

し
め
、
ま
た
、
凱
旋
の
時
に
甲
冑
を
金
輪
寺
の
社
頭

に
奉
納
す

る
と
と
も
に
、
「
夷
賊
」
と
呼
ぼ
れ
た
安
部
頼
時
・
貞
任
・
宗
任
と
い
っ

た
敗
死
者
の
霊
を
祀
っ
て
「
禅
楽
」
に
い
た
ら
し
め
た
。
こ
の
た
め
、
山
号
を
禅
夷

山
と
い
い
、
寺
号
を
金
輪
寺
と
称
し
た
と
い
う
伝
承
が
残
さ
れ
て
い
る
。
金
輪
寺
は
、

中
世
に
は
新
義
真
言
宗
に
属
し
て
い
た
が
、
慶
長
一
四
年
（
一
六
〇
九
）
に
中
興
と

い
お
れ

る
宥
養
が
入
寺
す
る
と
、
古
義
真
言
宗
へ
と
改
宗
し
、
古
義
真
言
宗
の
関
東

触
頭
五

力
寺
の
一
つ
と
し
て
の
地
位
を
得
る
と
同
時
に
、
王
子
権
現
社
と
と
も
に
、

王
子
稲
荷
社
の
別
当
寺
と
な
っ
た
。
宥
養
は
、
慶
長
＝
二
年
の
宗
論
に
証
人
と
し
て

立
合

い
、
同
一
九
年
の
大
坂
の
陣
に
際
し
て
は
祈
薦
札
を
家
康
の
陣
に
持
参
す
る
な

ど
、
家
康
・
秀
忠
の
重
要
な
ブ
レ
ー
ン
的
存
在
で
あ
っ
た
。
な
お
、
金
輪
寺
の
歴
代

の

住
職

は
、
京
都
仁
和
寺
の
院
家
光
明
院
の
住
職
を
も
兼
帯
し
た
。

　
そ

の

後
寛
永

＝
年
（
一
六
三
四
）
、
幕
府
に
よ
っ
て
王
子
権
現
・
王
子
稲
荷
両

社
の
社
殿
と
と
も
に
金
輪
寺
の
堂
塔
の
造
営
が
行
わ
れ
た
際
、
仏
殿
の
西
続
き
に
将

軍
の
御
座
所
が
設
け
ら
れ
て
か
ら
御
膳
所
と
な
り
、
享
保
五
年
（
一
七
二
〇
）
の
修

理
の
際

に
、
南
の
崖
際
に
別
に
将
軍
の
御
座
所
が
設
け
ら
れ
、
そ
の
前
に
舞
台
が
設

け

ら
れ
た
（
図
1
0
参
照
）
。
こ
の
舞
台
か
ら
は
、
向
い
に
飛
鳥
山
を
望
み
、
眼
下
に

石
神
井
川

を
見
お
ろ
し
、
四
季
の
景
物
を
楽
し
む
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
。
ま
た
、

安
永
五
年

（
一
七
七

六
）
に
は
徳
川
家
治
の
日
光
社
参
の
際
の
小
休
所
に
命
ぜ
ら
れ

　
（
3
4
）

て

い
る
。

　

さ
て
、
こ
の
金
輪
寺
で
は
、
五
香
湯
（
五
香
散
）
と
い
う
万
能
薬
を
頒
布
し
て
い

た
。
本
節
で
は
、
こ
の
五
香
湯
に
つ
い
て
み
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。
「
若
一
王
子

縁
起
」
下
巻
第
二
段
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

　
　
或
時
託
宣

し
て
、
五
香
の
薬
の
方
を
さ
つ
け
ら
れ
し
よ
り
、
其
薬
を
の
む
も
の
、

　
　
衆
病
悉
の

ぞ

く
、
神
の
恩
徳
甚
厚
、
も
ろ
こ
し
の
真
人
の
竜
宮
の
秘
方
を
伝
へ

　
　

し
も
、
い
か
て
か
こ
れ
に
ま
さ
る
へ
し
、
薬
師
如
来
の
お
な
し
く
ま
し
ま
す
宮

　
　
な
れ
ハ
、
瑠
璃
の
壷
の
露
の
潤
の
人
を
た
す
く
る
験
に
て
、
仏
を
医
王
と
号
す

　
　

る
事
ハ
、
一
切
衆
生
の
病
を
い
や
す
故
な
り
と
あ
る
も
、
け
に
も
と
お
ほ
へ
侍

　
　
る

　
絵
に
も
五
香
湯
を
頒
布
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
場
面
が
描
か
れ
て
い
る
（
図
1
1
参

照
）
。
ま
た
、
後
の
も
の
で
あ
る
が
、
下
札
に
は
「
王
子
七
不
思
議
」
の
一
つ
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）

て

「
権
現
託
宣
の

五
香
散
」
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
か
ら
み
る
と
、
五
香
湯
は

王
子
権
現
の
託
宣
に
よ
り
、
金
輪
寺
で
頒
布
し
て
い
る
も
の
と
理
解
で
き
る
。

　
寛
文
二
年
（
一
六
六
二
）
に
刊
行
さ
れ
た
「
江
戸
名
所
記
」
巻
七
の
金
輪
寺
の
項

に
、　

　
当
寺
に
万
病
妙
応
の
五
香
湯
あ
り
、
近
国
の
人
民
こ
れ
を
信
服
す
る
に
、
諸
病
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を

い

や
す

　
　
（
3
6
）

と
あ
る
。
一
七
世
紀
中
期
に
は
、
五
香
湯
の
存
在
が
江
戸
市
民
の
間
で
も
知
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
よ
う
。
さ
ら
に
、
貞
享
四
年
（
一
六
八
七
）

に
刊
行

さ
れ
た
「
古
郷
帰
の
江
戸
咄
」
巻
二
の
王
子
村
金
輪
寺
の
項
に
は
次
の
よ
う

　
　
　
　
　
（
3
7
）

な
記
事
が
あ
る
。

　
　

当
寺
に
万
病
妙
応
の
五
香
湯
有
、
近
国
の
人
民
、
是
を
信
服
す
る
に
、
諸
病
を

　
　
い

や

す
、
い
つ
の
比
、
何
も
の
ふ
云
出
し
け
る
そ
や
、
案
内
の
乞
や
う
、
小
声

　
　

な
れ
バ
、
弟
子
の
私
に
合
た
る
、
薬
を
あ
た
ふ
る
故
に
、
其
妙
す
く
な
し
、
大

　
　
音
に
案
内
を
乞
ヘ
バ
、
住
持
の
耳
に
通
る
故
に
、
弟
子
の
私
な
ら
ざ
る
と
云
に

　
　

よ
り
て
、
か
し
こ
へ
五
香
望
て
行
も
の
ハ
、
お
こ
が
ま
し
く
大
音
声
に
て
、
案

　
　
内
を
乞
入
事
お
か
し
か
り
け
り
、
然
バ
い
つ
か
た
よ
り
来
る
も
の
に
も
、
湯
漬

　
　

飯
に
奈
良
漬
の
香
の
物
を
、
そ
へ
て
出
し
も
て
な
す
也

　

こ
こ
で
は
、
弟
子
で
は
な
く
、
住
職
の
調
合
し
た
五
香
湯
を
授
与
し
て
も
ら
う
た

め

に

は
、
大
声
で
案
内
を
乞
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
作
法
が
記
さ
れ
て
い

る
。
ま
た
、
五
香
湯
を
求
め
て
訪
れ
る
者
に
は
、
湯
漬
飯
に
奈
良
漬
を
添
え
て
も
て

な
し
た
こ
と
も
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
る
ほ
ど
に
、
五
香
湯
を

求
め
て
金
輪
寺
を
訪
れ
る
者
が
多
く
な
っ
て
き
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
五
香
湯
に
つ

い
て

は
、
こ
れ
以
降
、
諸
書
の
記
事
に
、
特
に
変
化
は
み
ら
れ
な
い
が
、
近
世
を
通

じ
て
頒
布
さ
れ
続
け
て
い
っ
た
。
天
保
七
年
（
一
八
三
六
）
に
刊
行
さ
れ
た
「
江
戸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
8
）

名
所
図
会
」
一
五
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

　
　
五
香
湯
　
王
子
権
現
縁
起
に
曰
く
、
あ
る
時
託
宣
し
て
五
香
の
薬
を
授
け
ら
れ

　
　
し
よ
り
、
そ
の
薬
を
服
す
る
も
の
諸
病
悉
く
除
く
、
神
の
恩
徳
甚
だ
厚
し
、
も

　
　

ろ
こ
し
真
人
が
竜
宮
の
秘
伝
を
伝
へ
し
も
、
い
か
で
か
こ
れ
に
増
る
べ
き
、
薬

　
　

師
如
来
の
お
な
じ
く
ま
し
ま
す
宮
な
れ
ぽ
、
瑠
璃
の
壼
の
露
の
潤
の
人
を
助
く

　
　

る
し
る
し
に
て
、
仏
を
医
王
と
号
す
る
事
は
、
一
切
衆
生
の
病
を
い
や
す
故
な

　
　

り
と
あ
る
も
、
げ
に
も
と
お
ぼ
え
侍
る
と
云
々
、
こ
の
く
す
り
は
別
当
金
輪
寺

　
　

よ
り
出
す
、
　
一
切
の
病
に
よ
く
、
殊
に
小
児
に
用
ゆ
る
に
験
あ
り

　

五
香
湯
が

特
に

子
供
の
病
気
に
効
果
が
あ
る
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。

ま
た
、
文
政
一
二
年
（
一
八
二
九
）
頃
に
刊
行
さ
れ
た
「
誹
風
柳
多
留
」
一
〇
九
編

に
は
、

　
　
金
輪
寺
御
薬
取
を
食
つ
か
せ

　
　

白
狐
の
や
う
な
粥
を
出
ス
金
輪
寺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
9
）

と
い
う
川
柳
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
江
戸
市
民
の
間
で
は
、
そ
の
存
在
を
よ
く

知
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
な
お
、
「
新
編
武
蔵
風
土
記
」
巻
一
八
に
は
、

　
　
当
寺
御
膳
所
ノ
節
。
年
内
初
度
ニ
ハ
。
五
香
散
ト
称
セ
ル
神
薬
。
及
野
菜
一
台

　
　

ヲ
献
上
ス
ル
コ
ト
恒
例
ニ
テ
。
時
服
白
銀
若
干
ヲ
カ
ヅ
ケ
ラ
ル
ト
云
リ
。

　
（
4
0
）

と
あ
り
、
五
香
湯
が
将
軍
家
に
も
献
上
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
う
し
た
こ

と
が
五
香
湯
の
効
能
の
強
力
さ
を
、
江
戸
市
民
に
認
識
さ
せ
る
こ
と
に
も
な
っ
た
の

で
は
な

か
ろ
う
か
。

　
寺
社
参
詣
の
目
的
の
大
き
な
部
分
に
、
病
気
直
し
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
は
じ
め
に

も
指
摘
し
た
が
、
万
能
薬
が
金
輪
寺
で
頒
布
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
、
江
戸
市
民
を
王

子
へ
誘
う
要
因
の
一
つ
と
な
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
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江戸の名所・王子

四
　
狐
火
会
と
王
子
の
繁
栄

　
王
子
稲
荷
社
に
つ
い
て
も
、
創
建
の
時
期
を
明
ら
か
に
し
え
な
い
。
た
だ
、
王
子

稲
荷
社
は
、
古
く
は
岸
稲
荷
と
呼
ば
れ
て
い
た
と
い
う
。
岸
稲
荷
の
名
称
は
、
王
子

村
が

古
く
は
岸
村
と
呼
ぼ
れ
て
い
た
こ
と
に
よ
る
。
岸
村
か
ら
王
子
村
へ
の
村
名
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
1
）

変
更
は
、
同
地
に
王
子
権
現
社
が
勧
請
さ
れ
た
か
ら
と
い
う
。

　

こ
う
し
た
伝
承
が
史
実
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
と
、
王
子
稲
荷
社
の
創

建
は
、
王
子
権
現
社
の
創
建
よ
り
古
い
こ
と
に
な
ろ
う
。
中
世
の
王
子
稲
荷
社
に
つ

い
て

知

る
と
こ
ろ
は
な
い
が
、
土
着
の
神
と
し
て
地
域
の
人
々
か
ら
信
仰
さ
れ
て
い

た

と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
を
反
映
し
た
伝
承
が
あ
る
。
「
若
一
王
子
縁
起
」
下

巻
第
一
段
に
は
、

　
　
此
社
の

か
た

ハ
ら
に
、
稲
荷
明
神
を
う
つ
し
い
ハ
ひ
け
れ
ハ
、
毎
年
膿
晦
夜
、

　
　
諸
方
の
命
婦
、
此
社
へ
集
り
き
た
る
、
其
と
も
せ
る
火
の
山
中
に
、
つ
ら
な
り

　
　
つ
ふ
け
る
事
、
そ
く
は
く
の
松
明
を
な
ら
ふ
る
か
こ
と
く
、
数
斜
の
蛍
を
は
な

　
　
ち
、
飛
し
む
る
に
に
た
り
、
其
道
の
山
を
か
よ
ひ
、
川
辺
を
か
よ
へ
る
不
同
を

　
　
見

て
、
明
年
の
豊
凶
を
し
る
と
き
こ
ゆ

と
あ
り
、
ま
た
、
後
の
下
札
で
あ
る
が
、
「
王
子
七
不
思
議
」
の
一
つ
と
し
て

　
　
｝
毎
年
十
二
月
晦
日
の
夜
、
諸
方
の
狐
、
火
燈
し
て
来
る
、
関
東
三
十
三
ケ
国

　
　
　
の
稲
荷
の
惣
つ
か
さ
な
り

　
　
（
4
2
）

と
も
あ
る
（
図
1
2
参
照
）
。
さ
ら
に
、
寛
文
二
年
（
一
六
六
二
）
に
刊
行
さ
れ
た
「
江

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
3
）

戸
名
所
記
」
巻
七
の
金
輪
寺
の
項
に
も
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。

　
　
稲
荷
大

明
神
ハ
こ
れ
お
な
し
く
王
子
の
寺
内
な
り
、
若
一
王
子
の
や
し
ろ
よ
り

　
　

ハ
、

　
一
町
ハ
か
り
か
た
ハ
ら
に
あ
り
、
当
社
ハ
関
東
所
々
に
く
ハ
ん
じ
や
う
し

　
　
て

あ
が
め
ま
つ
る
稲
荷
明
神
の
棟
梁
な
り
、
毎
年
十
二
月
晦
日
の
夜
ハ
、
関
八

　
　
州
の
狐
ど
も
こ
の
所
に
あ
つ
ま
り
狐
火
を
と
も
す
、
こ
の
地
下
人
等
ハ
、
燐
火

　
　
の

と
ぽ
り
や
う
に
依
て
田
畠
の
よ
し
あ
し
を
し
る
と
な
り
、
二
月
の
初
午
の
日

　
　
は
諸
人
参
詣
し
て
い
の
り
申
す
と
か
や

　
　
　
　
王
子

村
の
稲
荷
の
狐
鳴
こ
ゑ
ハ
、
こ
ん
く
り
ん
じ
さ
い
は
ひ
わ
い
と

　
つ

ま
り
、
王
子
稲
荷
は
東
国
の
稲
荷
社
の
総
司
と
い
わ
れ
、
現
在
の
王
子
二
丁
目

交
差
点
の
所
に
榎
が
あ
り
、
毎
年
大
晦
日
に
は
東
国
の
稲
荷
神
の
使
い
で
あ
る
狐
が

集

ま
っ
て
き
て
、
こ
こ
で
装
束
に
改
め
、
王
子
稲
荷
に
参
殿
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

そ

し
て
、
土
地
の
農
民
は
こ
の
時
に
灯
っ
た
狐
火
に
よ
っ
て
翌
年
の
豊
凶
を
占
っ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
4
）

と
い
う
。
「
新
編
武
蔵
風
土
記
」
は
こ
れ
を
「
狐
火
会
」
と
称
し
て
い
る
。
こ
う
し

た

こ
と
は
、
近
世
前
期
に
お
い
て
も
、
王
子
稲
荷
社
が
農
業
神
と
し
て
の
性
格
を
強

く
も
っ
て
い
た
こ
と
を
示
す
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
こ
の
狐
火
会
に
関
す
る
記
事
は
、

こ
れ
以
降
の
地
誌
類
に
必
ず
記
載
さ
れ
て
い
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
天
保
九
年
（
一

八
三
八
）
頃
に
成
稿
し
た
「
砂
子
の
残
月
」
に
、

　
　
王
子
の

狐
火

　
　
歳
時
記
　
装
束
榎
と
い
ふ
あ
り
、
毎
年
十
二
月
晦
日
夜
此
木
の
許
に
て
群
狐
火

　
　
を
と
も
す
也
、
此
火
を
以
農
民
明
年
の
豊
凶
を
ト
す
、
今
夜
社
内
参
詣
群
参
す

　
　
　
　
（
4
5
）

と
あ
る
よ
う
に
、
王
子
稲
荷
信
仰
が
盛
ん
に
な
る
と
、
後
に
は
江
戸
市
民
も
こ
の
狐

火
会
を
見
物
に
訪
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　
さ
て
、
江
戸
に
お
け
る
稲
荷
信
仰
は
、
近
世
初
期
か
ら
盛
ん
に
行
わ
れ
た
が
、
一
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七
世
紀
末

か

ら
一
八
世
紀
に
か
け
て
、
江
戸
近
郊
農
村
部
の
霊
験
あ
ら
た
か
な
稲
荷

社
が

急
に
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
一
八
世
紀
後
期
に
な
る
と
い
っ
せ
い
に
流
行

神
現
象
を
引
き
起
こ
し
、
多
数
の
参
詣
者
を
集
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
6
）

の

後
も
は
や
り
す
た
り
を
繰
り
返
し
て
い
っ
た
と
い
う
。

　
王
子
稲
荷
社
も
こ
の
内
に
含
ま
れ
、
一
八
世
紀
後
期
以
降
に
多
く
の
参
詣
者
を
集

め

る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
こ
と
が
、
諸
書
に
散
見
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
文
化
＝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
7
）

年

（
一
八
一
四
）
頃
に
訪
れ
た
十
方
庵
敬
順
は
、
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

　
　
同
所
西
の
坂
を
く
だ
り
て
稲
荷
へ
三
町
あ
り
、
関
八
州
の
稲
荷
司
さ
と
か
や
、

　
　
初
午
殊
に
賑
は

し
く
、
続
ひ
て
例
月
の
午
の
日
、
正
五
九
月
は
、
ひ
と
し
ほ
歩

　
　
み
を

は

こ
ぶ
人
多
し
、
中
よ
り
別
し
て
繁
昌
し
、
石
の
玉
垣
宮
居
花
表
に
い
た

　
　
る
ま
で
、
壮
麗
に
追
々
再
建
し
、
飛
鳥
山
の
こ
な
た
よ
り
思
ひ
く
に
奉
納
の

　
　
石
燈
籠
の
常
夜
燈
又
彩
し
、
此
社
頭
に
い
た
る
路
傍
の
春
は
両
側
の
桜
尤
も
美

　
　
花
に

し
て
、
立
春
七
十
六
日
目
頃
よ
り
を
旬
と
す
、
或
は
杜
若
の
水
面
に
紫
き

　
　
を

競

ひ
、
山
吹
連
翅
の
色
を
あ
ら
そ
ふ
風
情
、
扱
は
東
山
の
耕
地
を
一
面
に
眺

　
　
望

し
、
夏
は
ほ
た
る
、
秋
は
む
し
聞
紅
葉
、
冬
は
雪
見
の
頃
ま
で
、
人
足
た
ゆ

　
　

る
時
な
く
本
所
向
島
辺
と
一
対
と
い
は
ん
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
8
）

あ
る
い
は
、
次
の
よ
う
に
も
記
し
て
い
る
。

　
　
一
飛
鳥
山
は
王
子
の
東
三
町
に
あ
り
、
此
地
は
中
古
、
有
徳
尊
君
、
大
岡
越

　
　
　
前
守
忠
相

に
命

じ
た
ま
ひ
、
当
所
の
台
を
伐
ひ
ら
か
し
め
、
享
保
年
間
数
株

　
　
　
の

さ
く
ら
名
花
の
み
を
植
せ
し
め
た
ま
ひ
ぬ
、
是
全
く
公
御
一
人
遊
覧
し
た

　
　
　
ま
は
ん
為
に
は
あ
ら
ず
、
此
地
甚
麓
悪
の
片
鄙
に
し
て
、
近
郷
に
農
家
少
な

　
　
　
く
、
又
は
避
遁
に
あ
り
と
い
へ
ど
も
貧
村
の
み
に
し
て
か
し
け
た
る
土
地
な

り
し
を
、
当
所
に
数
株
の
花
王
を
植
さ
し
め
た
ま
ひ
て
よ
り
、
春
秋
の
間
遠

近
の
瓢
客
、
又
は
も
ろ
く
の
雅
人
の
遊
山
所
と
な
り
、
花
咲
そ
め
る
あ
し

た

よ
り
も
み
ち
う
つ
ら
ふ
ゆ
ふ
べ
ま
で
、
都
鄙
の
男
女
愛
に
集
ひ
来
り
宴
を

催

し
あ
そ
ぶ
に
よ
り
て
、
自
然
と
追
々
に
家
居
建
つ
ら
な
り
、
茶
店
若
干
出

来
て
、
一
村
及
び
近
郷
の
潤
ひ
と
は
な
れ
り
、
是
文
王
の
霊
台
、
霊
沼
の
慈

愛
に
争
が
劣
ら
ん
、
近
年
別
し
て
料
理
を
ひ
さ
ぐ
酒
楼
は
、
互
ひ
に
包
丁
と

器
物
の
好
酬
を
あ
ら
そ
ひ
、
中
に
も
あ
ふ
ぎ
や
、
海
老
屋
の
二
軒
茶
屋
は
、

軒
を

な
ら
べ
て
高
宅
を
巧
み
に
作
り
料
理
の
美
味
に
包
丁
の
手
際
な
る
器
物

に

は
、
善
尽
し
客
の
需
め
に
応
ず
る
は
辺
鄙
に
は
賞
す
べ
き
か
、
殊
に
辻
竹

輿
は
何
挺

と
な
く
、
両
店
の
前
に
居
流
れ
て
、
草
臥
の
人
を
扶
け
て
歩
行
さ

ら
し
む
、
猶
又
四
五
年
こ
の
か
た
虫
聞
と
て
夏
の
末
黄
昏
よ
り
好
事
の
雅
客

麦
に
来
り
両
店
の
男
女
に
虫
籠
も
た
せ
、
耕
地
の
畝
々
を
遣
遙
す
る
あ
り
、

或
は
参
会
頼
母
子
に
集
会
し
て
弁
用
す
る
も
あ
り
け
り
、
予
が
幼
少
の
瑚
よ

り
江
戸
に
名
た
ふ
る
深
川
の
弐
軒
茶
屋
、
又
本
所
む
か
ふ
島
と
い
へ
ど
も
衰

微

し
て
、
今
只
時
め
く
は
む
さ
し
屋
の
み
な
り
、
し
か
る
に
此
地
か
じ
け
た

る
片
鄙
な
が
ら
、
王
子
稲
荷
の
門
前
よ
り
、
飛
鳥
山
の
麓
ま
で
そ
の
間
凡
四

町
余
、
酒
楼
茶
屋
お
の
く
軒
を
同
ふ
し
、
繁
華
の
土
地
に
も
劣
ら
ぬ
様
は

ひ

と
へ
に
、
有
徳
廟
の
御
仁
恵
と
い
ふ
べ
し

一

此

山
の
花
王
は
、
立
春
よ
り
七
十
四
日
目
頃
を
最
中
と
し
、
お
の
く
古

木
に
し
て
王
子
よ
り
は
、
少
し
早
き
方
な
り
、
又
山
上
に
は
成
島
大
人
の
な

せ

る
碑
あ
り
、
青
石
地
上
へ
出
る
事
高
凡
七
尺
幅
凡
壱
丈
厚
さ
八
寸
余
、
元

文
四
年
己
未
秋
九

月
と
刻
せ
り
、
文
は
長
き
に
よ
っ
て
略
す
、
此
辺
お
し
な
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べ
て
紙
細
工
の
か
ら
く
り
を
ひ
さ
ぎ
て
名
産
と
す

　
ま
た
、
天
保
七
年
（
一
八
三
六
）
に
刊
行
さ
れ
た
「
江
戸
名
所
図
会
」
一
五
に
は
、

　
　
　
　
　
　
（
4
9
）

次
の
よ
う
に
も
あ
る
。

　
　
当
社
は
遙
か
に
都
下
を
は
な
る
ふ
と
い
へ
ど
も
、
常
に
詣
人
絶
え
ず
、
月
毎
の

　
　
午
の
日
に
は
殊
更
詣
人
群
参
す
、
二
月
の
初
午
に
は
そ
の
賑
ひ
言
ふ
も
さ
ら
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
か
や
　
　
り
よ
う
り
や

　
　
り
、
飛
鳥
山
の
あ
た
り
よ
り
、
旗
亭
・
貨
食
舗
、
或
い
は
水
に
臨
ん
で
軒
端
を

　
　
つ
ら
ね
た
り
、
実
に
こ
の
地
の
繁
花
は
都
下
に
ゆ
ず
ら
ず

　

こ
の
よ
う
に
、
八
代
将
軍
徳
川
吉
宗
に
よ
っ
て
、
享
保
期
（
一
七
一
六
～
三
六
）

に
飛
鳥
山

へ
桜
が

植
樹

さ
れ
、
後
に
江
戸
の
花
見
の
名
所
と
な
り
、
さ
ら
に
王
子
稲

荷
信
仰
の
盛
行
に
と
も
な
っ
て
、
飛
鳥
山
か
ら
王
子
稲
荷
社
へ
の
参
道
沿
い
に
、
料

理
屋
・
茶
屋
が
建
ち
並
ぶ
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
「
武
江
年
表
」
の
寛
政
年
間
記

事
に
よ
る
と
「
寛
政
十
一
年
春
よ
り
、
王
子
村
料
理
屋
海
老
や
・
扇
屋
見
せ
開
き
あ

　
　
　
（
5
0
）

り
」
と
あ
る
。
扇
屋
は
創
業
を
慶
安
元
年
（
一
六
四
八
）
と
伝
え
て
お
り
、
海
老
屋

も
寛
政
＝
年
（
一
七
九
九
）
以
前
か
ら
料
理
屋
と
し
て
営
業
し
て
い
た
と
考
え
ら

れ

る
。
例
え
ぽ
、
社
殿
裏
の
石
垣
は
三
期
に
分
け
て
築
造
さ
れ
た
が
、
第
一
期
は
寛

政
七
年
に

築
造
費
用
の
勧
募
を
し
、
同
八
、
九
年
の
二
年
間
で
築
か
れ
た
。
こ
の

時

に
扇
屋
・
海
老
屋
が
重
要
な
役
割
を
は
た
し
て
い
た
こ
と
も
一
つ
の
証
左
と
な

（5
1
）

ろ

う
。
こ
の
「
武
江
年
表
」
の
記
事
は
、
お
そ
ら
く
「
江
戸
名
所
図
会
」
に
描
か
れ

た

よ
う
な
、
二
階
に
望
楼
を
も
ち
、
石
神
井
川
を
は
さ
ん
で
向
い
側
に
庭
園
を
も
つ

料
理
屋
と
し
て
開
店
し
た
の
が
、
寛
政
一
一
年
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
（
図
1
3

参

照
）
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
れ
以
降
に
海
老
屋
・
扇
屋
は
、
王
子
の
料
理
屋
と

し
て
江
戸
市
民
に
よ
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。

　
文
化
七
年

（
一
八
一
〇
）
に
成
稿
し
た
太
田
南
畝
の
「
金
曽
木
」
に
は
、

　
　
王
子
の
茶
屋
は
菜
め
し
田
楽
の
み
に
て
、
青
魚
に
三
葉
芹
の
平
皿
に
も
り
た
る

　
　
の
み
な
り
し
に
、
今
は
海
老
屋
・
扇
屋
な
ど
い
ふ
料
理
茶
屋
出
来
て
、
そ
の
余

　
　
の
茶
屋
も
そ
の
風
を
学
ぶ
事
と
な
り
ぬ

　
（
5
2
）

と
あ
る
し
、
文
政
五
年
（
一
八
二
二
）
に
成
稿
し
た
青
山
白
峯
の
「
明
和
誌
」
に
は
、

　
　
安
永
の
末
ま
で
は
、
梅
若
辺
至
つ
て
田
舎
、
王
子
、
亀
井
戸
辺
と
て
も
、
い
り

　
　
菜
の
平
汁
成
し
に
、
今
は
い
つ
れ
も
料
理
屋
あ
り
て
繁
昌
す

　
　
（
5
3
）

と
も
あ
る
。
さ
ら
に
、
成
稿
年
次
は
不
明
だ
が
、
片
山
賢
の
「
寝
ぬ
夜
の
す
さ
び
」

巻
三
に
も
、

　
　
今
江
戸
の
料
理
茶
屋
に
て
、
客
の
く
ひ
た
る
も
の
の
残
り
た
る
を
、
籠
に
入
れ

　
　
持
帰

ら
す
る
は
、
こ
の
海
老
屋
・
扇
屋
よ
り
は
じ
ま
れ
り
、
こ
れ
を
真
似
て
し

　
　
か
せ

し
も
の
あ
り
て
よ
り
、
今
は
か
か
る
茶
屋
の
常
の
如
く
な
れ
り

　
（
5
4
）

と
あ
る
の
で
、
江
戸
市
民
か
ら
も
よ
く
知
ら
れ
た
料
理
屋
で
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
で

き
よ
う
。
こ
う
し
た
こ
と
は
、
一
八
世
紀
末
か
ら
一
九
世
紀
に
か
け
て
、
そ
れ
だ
け

王
子
を

訪
れ

る
人
々
が
多
く
な
っ
て
い
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

五
　
王
子
の
狐
人
形

　
近
世
後
期

に
、
王
子
稲
荷
の
参
道
で
は
、
狐
を
擬
人
化
し
た
簡
単
な
カ
ラ
ク
リ
細

工
の

紙
人
形
が

売

ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
を
本
稿
で
は
、
ひ
と
ま
ず
狐
人
形
と
呼
ぶ
こ

と
に
し
よ
う
。

　
現
在
で
も
王
子
稲
荷
神
社
の
社
務
所
で
、
縁
起
物
と
し
て
「
暫
狐
」
一
種
類
で
あ
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る
が
、
狐
人
形
が
頒
布
さ
れ
て
い
る
（
図
1
4
参
照
）
。
細
い
竹
棒
二
本
を
組
み
合
わ

せ
た
簡
単
な

カ
ラ
ク
リ
細
工
の
紙
人
形
で
あ
る
。
い
わ
れ
書
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

　
　
　
　
　
　

『
暫
狐
』
の
い
わ
れ

　
　
　
江
戸
時
代
、
名
優
九
代
目
団
十
郎
が
、
歌
舞
伎
狂
言
「
暫
」
の
上
演
に
際
し
、

　
　
王
子
稲
荷
に
祈
願

し
て
大
当
り
を
と
っ
た
、
と
い
う
故
事
に
因
み
、
当
時
流
行

　
　
の

か
ら
く
り
仕
掛
け
を
応
用
し
て
作
っ
た
玩
具
で
す
。

　
　
　
舞
台
姿
の
狐
が
、
竹
串
の
上
下
に
つ
れ
て
、
中
啓
を
振
り
、
「
暫
く
暫
く
」

　
　
の

動
作
を

す

る
の
が
珍
し
く
、
王
子
稲
荷
詣
で
の
土
産
と
し
て
、
も
て
は
や
さ

　
　
れ
て

い
ま
す
。

　
九
代

目
市
川
団
十
郎
は
天
保
九
年
（
一
八
三
八
）
に
生
れ
、
明
治
七
年
（
一
八
七

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
5
）

四
）
九
代
目
を
襲
名
し
、
明
治
三
六
年
に
没
し
た
。
九
代
目
は
団
十
郎
襲
名
以
前
の

河
原
崎
権
十
郎
時
代
の
元
治
元
年
（
一
八
六
四
）
中
村
座
を
第
一
回
目
と
し
、
襲
名

後
の
明
治
＝
年
新
富
座
、
明
治
二
八
年
歌
舞
伎
座
と
、
三
回
「
暫
」
を
上
演
し
て

（5
6
）

い
る
。

　

ま
た
、
清
水
晴
風
に
よ
る
郷
土
玩
具
図
録
で
、
明
治
二
四
年
二
八
九
一
）
に
芸

艸
堂
か
ら
刊
行
さ
れ
た
『
う
な
ゐ
の
友
』
第
一
篇
に
、
暫
狐
が
載
っ
て
い
る
が
（
図

15

参
照
）
、
「
江
戸
王
子
土
産
の
手
遊
ひ
、
今
ハ
絶
へ
て
な
し
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。

同
じ
く
大
正
二
年
（
一
九
二
二
）
に
刊
行
さ
れ
た
第
六
篇
に
も
、
狐
人
形
が
載
せ
ら

れ

（
図
1
6
参
照
）
、
「
江
戸
時
代
武
蔵
国
王
子
稲
荷
の
土
産
玩
具
」
と
説
明
さ
れ
て
い

る
し
、
明
治
二
六
年
版
行
の
「
見
立
十
二
支
㊥
王
子
稲
荷
」
と
い
う
錦
絵
に
は
、

相
合
傘
の
狐
人
形
が
描
か
れ
て
い
る
（
図
1
7
参
照
）
。

　
右
の

こ
と
か
ら
、
「
暫
狐
」
は
明
治
中
期
に
は
す
で
に
廃
れ
て
し
ま
っ
て
い
た
が
、

狐
人
形
そ

の

も
の
は
健
在
で
あ
っ
た
と
理
解
で
き
る
。
と
す
る
と
「
暫
狐
」
め
創
出

は
、
第
一
回
目
か
、
第
二
回
目
の
上
演
に
関
わ
る
と
考
え
ら
れ
そ
う
で
あ
る
。
し
か

し
、
文
政
五
年
（
一
八
二
二
）
頃
に
版
行
さ
れ
た
広
重
の
「
今
様
弁
天
づ
く
し
　
王

子
滝
ノ
川
」
に
「
暫
狐
」
が
描
か
れ
て
い
る
し
（
図
1
8
参
照
）
、
文
政
一
二
年
頃
刊

行
の
「
誹
風
柳
多
留
」
一
〇
九
編
に
は
、

　
　
暫
く
と
ま
た
せ
海
老
屋
の
土
産
物

　
　
団

十

と
粂
三
王
子
で
も
た
て
物

　
　
門
口
の
海
老
ハ
王
子
の
か
ざ
り
な
り

　
　
　
　
　
　
（
5
7
）

と
い
う
川
柳
が
あ
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
「
暫
狐
」
は
七
代
目
市
川
団
十
郎
に
因

む

も
の
と
理
解
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
七
代
目
団
十
郎
は
、
寛
政
三
年
（
一
七

九
一
）
に
生
ま
れ
、
同
一
二
年
に
一
〇
歳
で
団
十
郎
を
襲
名
し
、
家
の
芸
と
し
て
歌

舞
伎
十
八
番
を
制
定
し
た
。
天
保
三
年
（
一
八
三
二
）
に
長
男
海
老
蔵
を
八
代
目
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
8
）

し
、
自
ら
は
海
老
蔵
を
称
し
た
。
安
政
六
年
（
一
八
五
九
）
に
六
九
歳
で
没
し
た
。

七
代

目
団
十
郎
に
よ
る
「
暫
」
の
上
演
は
、
団
十
郎
襲
名
以
前
を
含
め
て
次
の
上
演

　
　
　
　
（
5
9
）

が

確
認
で
き
る
。

寛
政
八
年

（
一
七
九
六
）

享
和
三
年

（
一
八
〇
三
）

文
化
元
年

（
一
八
〇
四
）

文
化
六
年

（
一
八
〇
九
）

文
化
八
年

（
一
八
一
一
）

文
化
九
年

（
一
八
二
一
）

河
原
崎
座
顔
見
世

「
厳
雪
顔
見
世
」

市
村
座
顔
見
世

市
村
座
顔
見
世

市
村
座
顔
見
世

市
村
座
顔
見
世

森

田
座
顔
見
世

文
化
一
〇
年
（
一
八
＝
二
）
市
村
座
顔
見
世

「
初
雪
物
見
松
」

「
顔
観
玉
簾
雪
故
郷
」

「
貞
操
花
鳥
羽
恋
塚
」

「
厳
島
雪
御
幣
」

「
雪
芳
野
来
人
顔
鏡
」

コ
戻
橋
背
御
摂
L
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文
化
一
二
年
（
一
八
一
五
）
中
村
座
顔
見
世

　
　
文
政
元
年

（
一
八
一
八
）
　
玉
川
座
顔
見
世

　
　
文
政
四
年

（
一
八

二
一
）
　
市
村
座
顔
見
世

　
　
文
政
六
年

（
一
八
二

三
）
　
市
村
座
顔
見
世

　
　
文
政
九
年

（
一
八
二
六
）
　
市
村
座
顔
見
世

　
　
文
政
＝
年
（
一
八
二
八
）

　
　
天
保
元
年
（
一
八
三
〇
）

　
「
暫
狐
」
が
、

　
さ
て
、
そ
れ
で
は
狐
人
形
そ
の
も
の
は
、

在
確
認

し
う
る
限
り
で
最
も
古
い
記
事
は
、

た

「
誹
風
柳
多
留
」
四
六
編
の

　
　
（
6
0
）

柳
で
あ
る
。

　
先
に

も
引
用
し
た
が
、
文
化
一

「
四
天
王
御
江
戸
錦
」

「
四

天
王
産
湯
玉
川
」

「
何
種
亀
顔
触
」

「
大
和
大
和
花
山
樵
」

「
伊
勢
平
氏
恵
顔
鏡
」

　
　
　
　
　
　

河
原
崎
座
顔
見
世

「
魁
源
氏
騎
士
」

　
　
　
　
　
　

河
原

崎
座
顔
見
世
二
陽
来
復
渋
谷
氏
L

こ
の
う
ち
の
ど
の
上
演
に
因
ん
だ
も
の
か
は
、
明
ら
か
に
し
え
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

い

つ
頃

成
立

し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
現

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

文
化
五
年

（
一
八
〇

八
）
に
刊
行
さ
れ

　
　
　
　
　
　
「
こ
ん
く
を
串
ざ
し
に
す
る
王
子
道
」
と
い
う
川

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
年
（
一
八
一
四
）
頃
に
訪
れ
た
十
方
庵
敬
順
は

「
此
辺
お

し
な
べ
て
紙
細
工
の
か
ら
く
り
を
ひ
さ
ぎ
て
名
産
と
す
」
と
指
摘
し
て
い

（6
1
）

る
。
ま
た
、
天
保
九
年
（
一
八
三
八
）
頃
に
成
稿
し
た
「
砂
子
の
残
月
」
に
は
、

　
　
王
子
稲
荷

　
　
　
二
月
初
午
最
群
集
す
、
西
ケ
原
よ
り
先
田
の
く
ろ
に
て
百
穀
の
種
物
を
売
、

　
　
　
参
詣
の
諸
人
帰
路
紙
製
の
狐
を
買
て
土
産
と
す

　
　
　
　
（
6
2
）

と
い
う
よ
う
に
、
王
子
稲
荷
の
参
道
で
、
土
産
物
と
し
て
狐
人
形
が
売
ら
れ
て
い
た

こ
と
が
確
認
で
き
る
（
図
1
9
参
照
）
。
弘
化
三
年
（
一
八
四
六
）
に
成
稿
し
た
「
江

戸
風
俗
惣

ま
く
り
」
に
も
、
「
紙
細
工
の
狐
は
道
行
人
の
頭
に
宿
り
」
と
記
さ
れ
て

（6
3
）

い
る
。

　
さ
ら
に
、
天
保
四
年
の
序
文
を
も
つ
「
世
の
す
が
た
」
に
は
、

　
　
王
子
土
産
の
狐
も
近
来
は
錦
絵
同
様
に
た
く
み
に
作
り
、
芝
居
者
の
似
顔
笑
ひ

　
　
絵
な

ど
作
り
出
す
、
こ
れ
ら
い
ず
れ
も
麓
末
に
て
田
舎
の
品
め
き
珍
ら
し
き
を

　
　
愛
す

る
主
意
も
、
い
つ
か
江
戸
市
中
の
品
に
殊
な
ら
ざ
る
よ
ふ
に
な
り
け
り

　
（
6
4
）

と
あ
り
、
狐
人
形
が
歌
舞
伎
役
者
の
舞
台
姿
を
写
し
、
徐
々
に
錦
絵
の
よ
う
に
華
や

か

な
も
の
と
な
っ
て
い
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
文
政
一
二
年
（
一
八
二
九
）
頃
刊
行
の
「
誹
風
柳
多
留
」
一
〇
九
編
に
は
、
前
掲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
5
）

の

川
柳
の
外
に
、
次
の
よ
う
な
川
柳
も
収
録
さ
れ
て
い
る
。

　
　
王
子
帰
の

頭
は
お

も
ち
や
の
紙
や
ど
り

　
　
弁
慶
へ
忠
信
を
さ
す
王
子
道

　
　
王
子
の

み
や
げ
あ
ら
壁
と
い
ふ
背
中

　

ま
た
、
葛
飾
北
斎
の
錦
絵
「
王
子
」
（
図
1
9
）
や
「
王
子
稲
荷
」
（
図
2
0
）
、

文
政
五
年

（
一
八
二
三
）
の
「
馬
尽
　
初
午
詣
」
（
図
2
1
）
、
広
重
の
「
諸
国
名
産

東
都
王
子
土
産
飛
鳥
山
花
」
（
図
2
2
）
、
国
芳
の
弘
化
二
年
（
一
八
四
五
）
頃
の
「
江

戸
じ
ま
ん
名
物
く
ら
べ
　
王
子
み
や
げ
」
（
図
2
3
）
、
北
渓
の
「
江
戸
名
所
春
興
昼

王
子
恵
方
参
　
和
唐
内
」
（
図
2
4
）
に
も
狐
人
形
が
描
か
れ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
狐
人
形
は
、
川
柳
や
錦
絵
の
テ
ー
マ
と
し
て
も
多
く
と
り
あ
げ
ら

れ

る
ほ
ど
に
、
王
子
土
産
と
し
て
、
江
戸
市
民
に
よ
く
知
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

な
お
、
嘉
永
六
年
（
一
八
五
三
）
の
序
文
が
あ
る
「
守
貞
漫
稿
」
に
は
、
「
王
子

土
産
ノ
動
絵
」
と
し
て
「
王
子
ハ
武
ノ
地
名
、
動
ヱ
ハ
管
頭
ノ
人
物
ノ
絵
ヲ
キ
リ
ヌ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
6
）

キ

粘
シ
、
管
中
二
細
串
ア
リ
、
コ
レ
ヲ
上
下
ス
レ
ハ
彼
人
物
手
足
等
ヲ
動
ス
」
と
い

う
よ
う
に
、
カ
ラ
ク
リ
の
様
子
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
カ
ラ
ク
リ
仕
掛
け
は
管
人
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形
の

カ
ラ
ク
リ
で
、
現
在
の
も
の
と
は
異
な
っ
て
い
る
。

　
本
節
で

は
、
王
子
土
産
の
狐
人
形
に
つ
い
て
み
て
き
た
が
、
こ
れ
を
簡
単
に
整
理

し
て
お
こ
う
。
一
八
世
紀
中
期
以
降
の
江
戸
市
中
で
の
稲
荷
信
仰
の
盛
行
に
と
も
な

い
、
王
子
稲
荷
も
多
く
の
参
詣
者
を
集
め
る
よ
う
に
な
り
、
参
道
の
両
側
に
茶
店
が

建

ち
並
ぶ
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
こ
と
は
、
前
述
し
た
と
お
り
で
あ
る
が
、
こ
の
参

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
7
）

詣
者
を

目
当
て
に
、
当
時
流
行
の
管
人
形
（
紙
と
竹
を
用
い
た
カ
ラ
ク
リ
人
形
）
を

応
用
し
た
狐
人
形
が
作
ら
れ
、
参
詣
者
へ
の
土
産
品
と
し
て
売
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。
は
じ
め
は
素
朴
な
絵
柄
で
あ
っ
た
よ
う
だ
が
、
後
に
は
錦
絵
の
よ
う
に
華
や
か

な
も
の
と
な
り
、
歌
舞
伎
役
者
の
舞
台
姿
を
写
し
た
も
の
も
売
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

て

い

っ

た
。
そ
し
て
、
江
戸
歌
舞
伎
界
の
ス
ー
パ
ー
・
ス
タ
ー
市
川
団
十
郎
と
結
び

つ
け
た
「
暫
狐
」
が
創
出
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
た
わ
い
の
な
い
玩
具
で
あ
る

が
、
こ
の
狐
人
形
を
手
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
た
の
も
、
王
子
を
訪
れ
る
楽
し
み
の

一
つ
と
な
っ
て
い
き
、
王
子
土
産
と
し
て
も
て
は
や
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
な
お
、
本
稿
の
論
旨
か
ら
逸
脱
し
て
し
ま
う
が
、
明
治
以
降
の
狐
人
形
の
変
遷
に

つ
い
て

付
言

し
て
お
こ
う
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
「
暫
狐
」
は
明
治
中
期
に
は
廃
れ

て

し
ま
っ
た
が
、
狐
人
形
そ
の
も
の
は
、
ま
だ
売
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か

し
、
明
治
後
期
に
は
、
狐
人
形
自
体
も
廃
れ
て
し
ま
っ
た
。

　
昭
和
七
年

（
一
九
三

二
）
春
、
有
坂
與
太
郎
氏
が
「
暫
」
と
「
勧
進
帳
」
の
弁
慶

を

模

し
た
人
形
を
復
活
し
、
稲
荷
境
内
に
あ
っ
た
茶
店
栄
屋
で
売
出
し
た
。
そ
の
時

に
、
次
の
よ
う
な
由
緒
書
が
貼
布
さ
れ
て
売
ら
れ
た
。

　
　
王
子
み
や
げ
の
狐
の
か
ら
く
り
は
寛
政
よ
り
化
政
度
へ
か
け
て
流
行
し
た
も
の

　
　
で
、
今
日
で
は
全
く
忘
れ
ら
れ
て
居
り
ま
す
。
新
時
代
を
意
識
す
る
者
に
は
、

　
　

こ
れ
ら
の
存
在
は
何
ら
の
価
値
す
ら
認
め
ら
れ
な
い
で
あ
り
ま
せ
う
が
、
適
に

　
　
は
古

川
柳
に
云
ふ
「
こ
ん
く
を
串
さ
し
に
す
る
王
子
道
」
の
気
分
に
浸
る
位

　
　
の

余
裕
が

あ
つ
て
も
宜
い
と
思
ひ
ま
す
。
そ
の
点
か
ら
、
狐
の
か
ら
く
り
の
復

　
　
活
が

決

し
て
無
意
義
で
な
い
事
を
信
じ
て
居
り
ま
す
。

　
　
　
　
昭
和
七
年
初

午
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
有
坂
與
太
郎
記

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

王
子
稲
荷
地
内
　
栄
　
　
　
や

　

し
か
し
、
こ
れ
は
世
人
の
注
目
を
引
く
と
こ
ろ
と
な
ら
ず
、
す
ぐ
に
廃
絶
し
て
し

　
（
6
8
）

ま
っ
た
。
そ
の
後
、
昭
和
三
〇
年
（
一
九
五
五
）
頃
に
地
元
の
明
友
会
と
い
う
郷
土

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
9
）

愛
好
グ
ル
ー
プ
が
「
暫
狐
」
を
復
元
し
、
販
売
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。
現
在

の

「
暫
狐
」
は
右
の
デ
ザ
イ
ン
を
少
し
変
え
た
も
の
で
、
一
四
、
五
年
前
か
ら
社
務

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
0
）

所
で
頒
布
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。

六
　
落
語
「
王
子
の
狐
」

　
稲
荷

と
い
え
ぽ
狐
と
い
う
が
、
古
く
は
穀
神
と
し
て
信
仰
さ
れ
て
い
た
狐
が
、
の

ち

に
稲
荷
信
仰
が
広
ま
る
に
と
も
な
っ
て
、
稲
荷
大
明
神
の
使
い
と
な
り
、
霊
的
な

力
を
持
つ
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
そ
し
て
、
狐
は
人
に
愚
い
た
り
、

人
を
化
か

し
た
り
す
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
。
人
を
化
か
す
パ
タ
ー
ン
と
し
て
よ
く

い
わ
れ

る
の
は
、
狐
が
頭
の
上
に
木
の
葉
を
の
せ
、
ク
ル
ッ
と
一
回
転
し
て
美
し
い

女
に
化

け
、
通
り
か
か
る
男
を
だ
ま
し
て
、
家
に
引
き
入
れ
、
風
呂
を
す
す
め
、
酒

食
を

饗
す

る
。
人
か
ら
声
を
か
け
ら
れ
、
男
が
我
に
か
え
る
と
、
実
は
風
呂
だ
と
思

っ

た
の

が

肥
溜
で
あ
り
、
酒
食
と
思
っ
た
の
が
馬
の
尿
・
糞
で
あ
っ
た
こ
と
に
気
づ
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く
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
外
に
も
近
世
の
随
筆
類
な
ど
に
は
、
狐
に
ま
つ
わ
る

話
は
数
多

く
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
昔
の
人
々
に
と
っ
て
狐
が
ご
く
身
近
な
動

物
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

さ
て
、
王
子
稲
荷
社
と
狐
に
ま
つ
わ
る
話
と
し
て
は
、
落
語
の
「
王
子
の
狐
」
が

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
咄
も
最
近
あ
ま
り
演
じ
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
る
の
で
、

簡
単
に
説
明
し
て
お
く
こ
と
に
す
る
。

　

ま
だ
王
子
が
の
ど
か
な
田
園
風
景
を
残
し
て
い
た
頃
、
あ
る
男
が
王
子
稲
荷
に
参

詣
す
る
途
中
で
、
狐
が
美
し
い
女
に
化
け
る
の
を
目
撃
し
、
だ
ま
さ
れ
た
振
り
を
し

て
、
王
子
の
料
理
屋
（
扇
屋
と
も
海
老
屋
と
も
い
う
）
に
連
れ
込
み
、
酒
を
す
す
め
、

料
理
を

食
べ
る
。
男
は
狐
が
酔
っ
て
寝
込
ん
だ
す
き
に
、
土
産
ま
で
せ
し
め
て
、
代

金
は
連
れ
が

払
う
と
い
っ
て
逃
げ
て
し
ま
う
。
狐
は
店
の
も
の
に
見
つ
か
り
、
さ
ん

ざ
ん
に
打
ち
叩
か
れ
て
逃
げ
る
。
男
は
狐
を
だ
ま
し
た
こ
と
を
人
に
吹
聴
す
る
が
、

逆
に

あ
と
の
た
た
り
が
恐
い
と
い
わ
れ
、
翌
日
ボ
タ
餅
を
土
産
に
あ
や
ま
り
に
行
き
、

住
処
の

穴
の

入
口

に

い

た
子
狐
に
土
産
を

渡

し
て
か
え
る
。
子
狐
は
母
狐
に
報
告
し

て
、
土
産
の
ボ
タ
餅
を
食
べ
よ
う
と
す
る
と
、
母
狐
は
「
食
べ
る
ん
じ
ゃ
な
い
、
馬

糞
か
も
し
れ
な
い
」
。

　

こ
の
咄
は
、
狐
が
人
を
化
か
す
と
い
う
こ
と
が
信
じ
ら
れ
て
い
た
時
代
に
、
人
が

狐
を

だ

ま
す
と
こ
ろ
に
お
か
し
み
が
あ
り
、
オ
チ
の
「
馬
糞
か
も
し
れ
な
い
」
と
い

う
の
も
、
狐
が
人
を
だ
ま
し
て
馬
糞
を
ご
ち
そ
う
と
し
て
食
わ
せ
る
と
こ
ろ
を
、
逆

に
人
に
化
か

さ
れ
る
の
で
は
と
考
え
た
母
狐
の
言
葉
が
笑
い
を
誘
う
の
で
あ
る
。
本

節
で
は
、
こ
の
落
語
「
王
子
の
狐
」
の
成
立
に
つ
い
て
み
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

　
「
王
子
の
狐
」
は
、
明
治
一
六
年
（
一
八
八
三
）
に
二
四
歳
で
真
打
と
な
っ
た
円
朝

門
下
の
初
代
三
遊
亭
円
右
が
「
高
倉
狐
」
と
い
う
咄
を
大
阪
か
ら
移
植
し
た
も
の
と

　
　
　
　
（
7
1
）

い
わ
れ
て

い
る
。

　
「
高
倉
狐
」
の
筋
立
て
は
、
あ
る
男
が
高
津
高
倉
稲
荷
を
通
り
か
か
る
と
、
狐
が

若
い
女
に
化
け
る
の
を
目
撃
し
た
が
、
だ
ま
さ
れ
た
ふ
り
を
し
て
近
く
の
湯
豆
腐
屋

に
連
れ
込

み
、
狐
に
酒
を
強
い
て
酔
い
倒
れ
た
す
き
に
、
勘
定
は
女
か
ら
も
ら
っ
て

く
れ
と
逃
げ
て
き
た
。
狐
は
店
の
者
に
み
つ
か
り
、
さ
ん
ざ
ん
に
痛
め
つ
け
ら
れ
る
。

狐
を

だ

ま
し
た
男
は
、
友
人
に
吹
聴
し
て
歩
い
た
が
、
あ
と
の
た
た
り
が
怖
い
と
お

ど
さ
れ
、
ボ
タ
餅
を
手
土
産
に
高
津
の
裏
山
を
訪
れ
、
子
狐
に
渡
し
て
帰
る
。
そ
れ

を
親
狐
に
報
告
す
る
と
、
「
あ
ん
な
奴
が
持
っ
て
き
た
も
ん
が
、
馬
の
糞
や
も
わ
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
2
）

れ

へ

ん
」
と
い
う
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
、
舞
台
を
高
津
か
ら
王
子
に
移
す
と
、
そ
の

ま
ま
「
王
子
の
狐
」
と
な
る
の
で
あ
る
。
類
似
の
咄
に
「
乙
女
狐
」
が
あ
り
、
文
久

元
年

（
一
八

六
一
）
大
坂
の
桂
松
光
の
ネ
タ
帳
「
風
流
昔
噺
」
に
、

　
　
狐
　
人
げ
ん
に
ば
か
さ
れ
る

　
　
　
　
但
シ
　
ま
い
げ
ぬ
ら
し
　
落

と
あ
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
オ
チ
は
「
狐
が
し
き
り
に
眉
毛
に
唾
を
つ
け
て
い
た
」

で
あ
る
。
眉
毛
に
唾
を
つ
け
る
の
は
、
人
が
狐
に
化
か
さ
れ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め

の

ま
じ
な
い
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
狐
が
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
お
か
し
み
が
あ
る
。

「
高
倉
狐
」
の
方
が
お
か
し
み
が
多
い
の
で
、
「
乙
女
狐
」
の
方
は
い
つ
か
す
た
れ
て

　
　
　
　
　
（
7
3
）

し
ま
っ
た
と
い
う
。

　

さ
て
、
「
高
倉
狐
」
の
原
型
は
、
「
初
心
な
狐
」
と
「
北
国
奇
談
巡
杖
記
」
を
参
考

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
4
）

に

し
て
作
ら
れ
た
咄
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

　
「
初
心
な
狐
」
は
、
正
徳
二
年
（
一
七
一
二
）
に
江
戸
で
刊
行
さ
れ
た
笑
話
集
「
新
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（
7
5
）

話
笑

眉
L
巻
一
に
収
録
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
を
次
に
あ
げ
て
お
こ
う
。

　
　
　
　

初
心
な
き
つ
ね

　
　

亀
井
戸
の
藤
見
に
ゆ
か
ん
と
ぶ
ら
く
と
行
け
る
に
、
小
狐
此
男
を
見
て
ば
か

　
　

さ
ん
と
や
思
け
ん
、
忽
う
つ
く
し
き
若
衆
に
ぼ
け
て
来
り
、
あ
と
や
先
に
成
て

　
　

行
け

る
、
此
男
は
じ
め
よ
り
化
た
る
を
見
す
ま
し
け
る
が
、
態
と
し
ら
ぬ
か
ほ

　
　

に

て
、
是
々
お
ま
へ
は
お
ひ
と
り
そ
う
な
が
、
ど
こ
へ
御
出
な
さ
る
ふ
と
い
ふ
、

　
　

い

や
私
は
亀
井
戸
の
藤
見
に
参
ま
す
と
云
、
か
の
男
私
も
藤
見
に
参
ま
す
、
幸

　
　

の

事
御

同
道
申
ま
せ
う
、
さ
や
う
な
ら
ば
御
つ
れ
被
成
て
被
下
ま
せ
い
と
打
つ

　
　

れ
、
程
な
く
亀
井
戸
に
着
、
ふ
じ
最
盛
中
な
る
を
見
あ
る
き
、
い
か
う
く
た
び

　
　

れ

ま
し
た
、
酒
一
つ
上
ま
せ
う
と
て
茶
屋
へ
寄
料
理
杯
い
ふ
付
、
か
の
化
若
衆

　
　

に
ひ

じ
い
に
く
は
せ
、
日
も
た
け
ま
し
た
い
ざ
帰
ま
せ
う
と
打
つ
れ
、
も
と
来

　
　

し
道
に
帰
り
け
る
に
、
は
じ
め
化
出
し
所
と
お
ぼ
し
き
辺
に
て
、
か
の
若
衆
、

　
　
私
は
此
近
所
の

者
、
扱
々
け
ふ
は
か
た
じ
け
な
ふ
ご
ざ
り
ま
す
と
い
ふ
て
わ
か

　
　
れ
け

る
、
か
の
男
跡
よ
り
か
の
化
若
衆
を
つ
け
て
見
け
る
に
、
狐
の
穴
と
お
ぼ

　
　

し
き
所
へ
は
い
り
け
る
、
あ
な
へ
耳
を
よ
せ
て
ひ
そ
か
に
聞
ゐ
た
り
し
が
、
穴

　
　
の

う
ち
に
て
云
様
、
扱
々
け
ふ
は
い
か
ふ
馳
走
に
成
て
と
云
、
そ
れ
は
ど
こ
で

　
　

と
い
ふ
、
さ
れ
ば
く
と
右
の
趣
を
か
た
る
、
親
狐
に
や
有
け
ん
云
様
、
だ
ま

　
　

り
ゃ
れ
、
そ
れ
は
馬
糞
で
あ
ら
ふ

　

こ
の
話
は
、
亀
戸
天
満
宮
に
藤
を
見
に
い
く
途
中
で
、
子
狐
が
美
し
い
若
衆
に
化

け
た
と
こ
ろ
を
目
撃
し
た
男
が
、
だ
ま
さ
れ
た
ふ
り
を
し
て
一
緒
に
藤
を
見
物
し
、

茶

屋
で
酒
や
料
理
を
食
わ
せ
別
れ
る
。
子
狐
は
住
処
の
穴
に
帰
り
親
狐
に
報
告
す
る

と
、
「
だ
ま
り
ゃ
れ
、
そ
れ
は
馬
糞
で
あ
ら
ふ
」
。
オ
チ
の
お
か
し
み
は
同
じ
で
あ
る

が
、
人
が
狐
を
か
ら
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
狐
を
だ
ま
す
と
い
う
咄
と
は

な

っ

て

い
な
い
。

　
ま
た
、
「
北
国
奇
談
巡
杖
記
」
は
、
加
賀
の
俳
人
鳥
翠
台
北
至
が
、
北
陸
数
ケ
国

を
遊
歴
し
た
見
聞
随
筆
で
、
文
化
四
年
（
一
八
〇
七
）
に
刊
行
さ
れ
た
。
こ
の
巻
の

五

に
、
「
黒
丸
権
四
郎
移
斑
狐
」
と
い
う
話
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
次
に
あ

　
　
　
（
7
6
）

げ
て
お
こ
う
。

　
　
　
　
　
　
○
黒
丸
権
四
郎
唆
斑
狐

　
　
同
国
坂
北
郡
三
国
の
入
江
は
、
人
王
二
十
七
代
継
体
天
皇
い
ま
だ
大
跡
辺
の
王

　
　
子

と
申
せ
し
頃
、
ま
し
く
け
る
旧
地
な
り
、
今
は
北
国
第
一
の
大
湊
に
し
て
、

　
　
娼
家
粉
頭
店
軒
を
並
べ
て
繁
花
た
り
、
髪
に
出
村
と
て
続
て
私
料
子
、
遊
君
、

　
　
粉
黛
を
粧

ふ
。
中
に
黒
丸
権
四
郎
と
い
ふ
、
し
ぼ
く
角
力
に
名
を
振
ひ
た
る

　
　
若
も
の
あ
り
け
る
が
、
夜
行
大
酒
を
好
、
あ
る
と
き
細
呂
木
と
い
へ
る
駅
に
用

　
　
要
あ
り
て
、
昼
よ
り
出
け
る
に
、
用
談
に
日
を
暮
し
、
既
に
夜
半
に
お
よ
び
し

　
　
故
、
人
々
と
父
め
し
か
ど
、
か
の
不
敵
な
る
も
の
か
ら
、
山
路
茂
林
不
管
犬
狼

　
　
の
患
も
知
ら
ざ
れ
ば
、
闇
夜
に
馬
樋
打
て
ほ
ふ
ゑ
み
か
へ
り
し
が
、
半
道
あ
ま

　
　
り
過
つ
ら
ん
と
お
ぼ
し
き
こ
ろ
、
こ
な
た
の
松
原
に
鬼
火
を
て
ら
し
、
斑
毛
の

　
　
狐
、
廉
蕩
を
身
に
ま
と
ひ
、
ひ
と
り
躍
を
催
し
ゐ
け
る
。
黒
丸
も
、
あ
ま
り
の

　
　
怪
し
さ
に
箱
口
て
通
り
け
る
に
、
黒
丸
を
見
る
よ
り
二
扮
し
て
、
若
衆
と
変
ず
、

　

黒
丸

も
こ
ふ
ろ
に
そ
れ
と
し
り
な
が
ら
、
態
と
何
の
様
子
も
し
ら
ざ
る
け
し
き

　
　
に
て
過
行
け
る
に
、
か
の
若
衆
脂
顔
し
て
、
申
々
と
声
か
け
た
り
、
も
と
よ
り

　

強
気
の
権
四
郎
な
れ
ば
、
踏
と
呈
ま
り
て
、
何
事
候
と
い
ふ
に
、
わ
れ
は
大
聖

　

寺
の
さ
る
町
人
の
惇
な
る
が
、
三
国
通
に
金
銭
を
奔
し
も
の
な
り
、
何
卒
親
元
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ま
で
送
り
と
ぶ
け
た
ま
は
れ
と
い
ふ
、
黒
丸
い
ふ
よ
う
、
是
安
き
こ
と
な
り
、

　
　
し
か
し
余
ほ
ど
の
道
程
な
れ
ぽ
、
こ
の
先
の
茶
屋
に
て
支
度
し
て
送
り
と
父
く

　
　
べ
し
と
い
ふ
。
さ
ら
ぽ
我
も
連
て
と
も
に
酒
に
て
も
た
う
べ
し
と
い
ふ
に
、
点

　
　
き
、
村
端
の
茶
店
を
打
き
起
し
て
、
黒
丸
い
ふ
や
う
、
三
国
通
の
さ
る
有
徳
の

　
　
人
の
嫡
子
な
り
、
此
御
客
酒
一
献
く
み
た
き
よ
し
、
は
や
く
調
ひ
出
す
べ
し
と

　
　
い
ふ
。
亭
主
心
得
顔
に
て
、
先
鯉
の
薄
味
噌
、
鮭
の
鰭
、
松
茸
の
あ
つ
も
の
に
、

　
　
摺
柚
よ
、
酒
滲
め
よ
と
い
ふ
ま
ム
に
、
家
内
碑
も
呼
起
し
、
　
一
間
に
請
じ
て
若

　
　
衆
を

伴

ひ
、
黒
丸
と
ふ
た
り
、
数
杯
を
別
杯
に
か
た
む
け
、
珍
味
飽
く
ま
ふ
に

　
　
喰
ひ

つ

ふ
、
時
分
は
髪
ぞ
と
黒
丸
、
勝
手
に
満
足
し
て
、
我
は
少
々
用
事
あ
り

　
　
て

先
に
行

く
べ
し
、
払
は
御
客
よ
り
た
ま
は
る
べ
し
と
て
、
我
屋
を
さ
し
て
逸

　
　
足
に

た
ち

か

へ
り
ぬ
、
跡
に
若
衆
ひ
と
り
黒
丸
を
呼
ぶ
に
、
亭
主
立
出
、
そ
れ

　
　
は
先
刻
御
帰

り
候
ひ
ぬ
、
是
々
の
雑
用
代
金
壱
歩
七
百
文
た
ま
は
る
べ
し
と
い

　
　
ふ

に
、
斑
狐
も
渠
に
脅
や
か
さ
れ
て
、
少
間
愕
く
と
い
へ
ど
も
、
も
と
よ
り
吼

　
　
戚
の
こ
と
な
れ
ば
、
九
尾
を
振
て
走
り
ま
は
る
を
、
亭
主
、
怒
り
て
棒
を
捻
り

　
　
て

追
へ
ど
も
く
つ
父
か
ぽ
こ
そ
、
其
う
ち
に
木
綿
告
の
鶏
う
た
ひ
、
山
か
づ

　
　
ら
引
明
て
、
口
お
し
く
も
八
顛
九
倒
し
、
泣
々
亭
主
は
ね
む
た
げ
に
楷
か
瓦
へ

　
　
て

帰
り
け
る
こ
そ
、
よ
く
く
の
災
な
り
、
只
黒
丸
ひ
と
り
甘
味
を
味
ひ
、
そ

　
　
の

う
へ
唆
し
も
あ
る
べ
き
か
、
狐
を
號
し
は
希
代
の
発
明
、
あ
は
れ
に
も
亦
を

　
　
か

し
き
事
な
ん
侍
る

　

こ
の
話
は
相
撲
で
名
を
売
っ
た
越
前
三
国
の
黒
丸
権
四
郎
が
、
夜
行
し
て
い
る
と

狐
が

若
衆
に

化
け
て

い

る
と
こ
ろ
を
目
撃
し
、
化
か
さ
れ
た
ふ
り
を
し
て
、
村
は
ず

れ
の

茶
屋
に
入
り
、
た
ら
ふ
く
酒
食
を
し
て
、
狐
を
残
し
て
逃
げ
出
す
。
だ
ま
さ
れ

た
狐
は
茶
屋
の
亭
主
に
追
い
回
さ
れ
る
が
、
う
ま
く
逃
げ
て
し
ま
う
。
こ
の
話
に
は

「
馬
糞
」
と
い
う
オ
チ
は
な
く
、
狐
を
だ
ま
し
た
の
は
「
希
代
の
発
明
」
と
結
ん
で

い
る
。

　

こ
の
「
初
心
な
狐
」
と
「
北
国
奇
談
巡
杖
記
」
を
も
と
に
し
て
つ
く
ら
れ
た
「
高

倉
狐
」
の
成
立
時
期
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
、
江
戸
の
落
語
家

喜
久
亭
寿
暁
の
文
化
四
年
（
一
八
〇
七
）
の
ネ
タ
帳
「
滑
稽
集
」
に
「
馬
く
そ
」
と
い

　
　
　
　
（
7
7
）

う
題
名
が
あ
る
か
ら
、
初
代
三
遊
亭
円
右
が
「
高
倉
狐
」
を
大
阪
か
ら
移
植
す
る
以

前

に
、
江
戸
で
も
類
似
の
咄
は
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
こ
の
「
馬
く
そ
」

が
、
王
子
を
舞
台
と
し
て
い
た
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
、
平
戸
藩
主
松

浦
静

山
が
文
政
期
（
一
八
一
八
～
三
〇
）
に
編
ん
だ
随
筆
「
甲
子
夜
話
」
巻
二
一
に
、

王
子
の

料
理
屋
蝦
屋
を

舞
台
と
し
て
、
落
語
「
王
子
の
狐
」
と
同
様
の
話
が
収
録
さ

　
　
（
7
8
）

れ
て

い
る
。

　
　
近

き
こ
と
と
そ
、
乗
物
町
に
住
る
乗
物
師
の
新
助
と
云
も
の
、
王
子
稲
荷
に
ゆ

　
　
く
迎
田
疇
を
行
に
、
傍
な
る
叢
中
に
て
狐
の
化
る
所
を
見
る
、
程
な
く
後
よ
り

　
　
娼
妓
一
人
来
る
、
新
助
こ
れ
ぞ
先
の
狐
な
ら
ん
と
思
ふ
に
、
妓
云
ふ
、
同
行
の

　
　
客
に
離
た

り
。
翼
く
は
其
人
を
尋
て
連
行
給
へ
と
、
新
助
心
よ
く
諾
し
、
我
が

　
　
行

く
方
へ
伴
は
ん
連
、
王
子
村
に
て
名
高
き
蝦
屋
と
云
る
大
店
に
上
り
、
ま
つ

　
　
酒
肴
数
品
を

云

つ
け
、
妓
と
と
も
に
飲
食
し
数
盃
を
傾
け
、
厨
に
ゆ
く
連
出
た

　
　

り
、
妓
因
て
孤
坐
し
て
あ
り
し
が
、
余
り
久
く
此
の
如
く
ゆ
ゑ
、
店
の
男
女
不

　
　
審
に
思
ひ
、
何
に
し
て
独
り
居
る
や
と
聞
け
ば
、
つ
れ
は
厨
に
ゆ
き
た
り
と
答

　
　

ふ
、
夫
よ
り
厨
を
見
れ
ど
居
ず
、
さ
れ
ば
己
れ
独
り
な
り
、
酒
食
の
代
を
払
ふ

　
　
べ

し
と
云
ふ
に
、
妓
答
へ
ず
、
店
の
者
ど
も
腹
を
た
て
、
伴
れ
も
な
く
独
り
居
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て

飲
み
食
ひ
し
ふ
と
ぶ
き
者
な
り
、
・
若
し
払
は
ず
ん
ば
榔
の
め
せ
と
ひ
し
め
き

　
　
た
れ

ば
、
妓
云
ひ
訳
な
き
体
な
り
し
が
、
や
が
て
毛
尾
を
現
は
し
狐
と
な
り
て

　
　
逃
出
る
、
男
ど
も
、
さ
て
は
狐
な
り
、
打
殺
せ
と
て
追
か
け
し
を
、
店
主
の
、

　
　

こ
れ
は
若
や
王
子
の
神
な
ら
ん
も
知
ら
ず
と
て
追
者
を
止
め
ぬ
、
こ
の
新
助
は

　
　
狐
に
欺
れ
ざ
る
の
み
な
ら
ず
、
却
て
狐
を
欺
き
し
こ
と
珍
き
こ
と
と
の
取
沙
汰

　
　

な
り
し
と
か
や

た
だ

し
落
語
「
王
子
の
狐
」
と
同
様
な
の
は
、
人
が
狐
を
だ
ま
す
と
こ
ろ
ま
で
で
、

最
後
の
「
馬
糞
」
と
い
う
オ
チ
は
な
く
、
「
狐
に
欺
れ
ざ
る
の
み
な
ら
ず
、
却
て
狐

を

欺
き
し
こ
と
珍
き
こ
と
と
の
取
沙
汰
な
り
し
と
か
や
」
と
結
ん
で
い
る
。
こ
う
し

た

評
価

は
、
先
の
「
黒
丸
権
四
郎
移
斑
狐
」
と
同
様
で
あ
る
。

　
前
述
し
た
よ
う
に
、
　
一
八
世
紀
後
期
以
降
に
、
王
子
稲
荷
信
仰
の
盛
行
に
と
も
な

い
、
王
子
稲
荷
社
の
参
道
に
は
、
料
理
屋
・
茶
屋
が
建
ち
並
ぶ
よ
う
に
な
っ
て
い
っ

た
。
そ
し
て
、
文
政
期
に
王
子
の
料
理
屋
が
舞
台
と
な
っ
た
話
が
み
ら
れ
る
よ
う
に

な
る
の
は
、
江
戸
市
民
が
王
子
稲
荷
社
に
殺
到
す
る
よ
う
に
な
り
、
王
子
が
江
戸
市

民
の
行
楽
地
と
な
っ
て
い
っ
た
こ
と
が
背
景
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
落
語
「
王
子
の
狐
」
が
盛
ん
に
演
じ
ら
れ
た
の
は
明
治
以
降
の
こ
と

で

あ
る
。
そ
の
頃
の
王
子
は
ま
だ
狐
の
住
処
と
な
る
の
ど
か
な
田
園
風
景
が
展
開
し

て

い

た
の

で
、
咄
の
雰
囲
気
も
伝
わ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
明
治
二
六
年
（
一
八
九
三
）

二
月
に
「
王
子
の
狐
」
を
高
座
に
か
け
た
三
代
目
三
遊
亭
円
遊
は
、
王
子
稲
荷
参
詣

の

帰
り
に
、
王
子
の
製
紙
会
社
の
機
械
の
拝
見
を
し
て
い
く
と
い
う
よ
う
な
当
時
の

　
　
　
　
　
　
　
（
7
9
）

風
俗
を

挿
入

し
て
お
り
、
狐
と
近
代
産
業
と
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
が
お
も
し
ろ
い
。
ま

た
、
昭
和
一
九
年
（
一
九
四
四
）
に
八
代
目
を
襲
名
し
た
春
風
亭
柳
枝
は
、
こ
の
咄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
0
）

を

好
ん

で
高
座
に
か
け
た
が
、
す
で
に
昔
の
こ
と
と
し
て
咄
し
て
い
る
。
し
か
し
、

宅
地
化
が
進
展

し
て
い
く
に
し
た
が
い
、
狐
も
み
ら
れ
な
く
な
る
と
、
こ
の
咄
も
演

じ
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
っ
た
。
大
阪
で
も
し
ぽ
ら
く
絶
え
て
い
た
が
、
桂
枝
雀
が
昭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
1
）

和
五
九
年
二
月
二
四
日
に
「
桂
枝
雀
独
演
会
」
で
復
活
さ
せ
た
。
東
京
で
は
、
最
近

演

じ
る
落
語
家
も
あ
ま
り
い
な
い
と
い
う
。

　
「
王
子
の
狐
」
や
「
高
倉
狐
」
の
よ
う
に
、
人
が
狐
を
だ
ま
す
と
い
う
パ
タ
ー
ン

の

話
は
稀
で
あ
る
。
昔
話
の
世
界
で
は
、
狐
が
化
け
る
と
こ
ろ
を
目
撃
し
て
も
、
結

局
は
狐
に
化
か

さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
っ
て
、
「
王
子
の
狐
」
の
よ
う
な
話
は
例
外

　
　
　
（
8
2
）

的
と
い
え
る
。

　

こ
れ
は
人
と
狐
、
あ
る
い
は
自
然
と
の
関
係
の
変
化
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

狐
が

人
を

化
か
す

と
い
う
こ
と
を
受
容
し
て
い
た
時
代
は
、
人
が
自
然
を
素
直
に
受

容
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
人
が
狐
を
だ
ま
す
と
い
う
こ
と
は
、
人
と
自
然
と

の

関
係
が

変
化
し
て
い
き
、
自
然
に
対
し
て
人
が
優
位
に
た
っ
て
い
る
と
い
う
認
識

が

生

ま
れ
て
き
た
こ
と
の
別
な
表
現
と
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
狐
の
住
処
を
奪

い
、
つ
い
に
は
狐
を
動
物
園
に
追
い
や
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。

お

わ

り
に

　

こ
れ
ま
で
江
戸
名
所
の
一
つ
で
あ
る
王
子
に
焦
点
を
あ
て
、
特
に
、
王
子
権
現
社
・

王
子
稲
荷
社
・
金
輪
寺
に
か
か
わ
る
縁
起
物
・
土
産
物
な
ど
に
つ
い
て
み
て
き
た
。

こ
こ
で
指
摘
で
き
た
の
は
、
一
八
世
紀
中
期
以
降
に
お
け
る
、
江
戸
市
民
の
名
所
を

め

ぐ
る
広
範
な
行
楽
行
動
の
展
開
の
中
で
、
王
子
が
江
戸
の
名
所
と
し
て
有
名
と
な
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り
多
く
の
江
戸
市
民
が
訪
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
名
所
の
側
で
も
変
化
が
み
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
て
く
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
多
く
の
人
々
が
訪
れ
る
こ
と
を
目
当
て

に
、
あ
る
い
は
、
さ
ら
に
多
く
の
人
々
が
訪
れ
る
よ
う
に
な
る
た
め
に
、
名
所
で
の

楽

し
み
を
増
幅
さ
せ
る
、
さ
ま
ざ
ま
な
装
置
が
創
出
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。

　
右
の
よ
う
な
こ
と
は
、
王
子
に
限
ら
ず
、
江
戸
の
名
所
と
し
て
知
ら
れ
た
と
こ
ろ

で

は
、
同
様
の
こ
と
が
み
い
だ
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ

れ
が

名
所
が
存
在
し
た
地
域
の
住
民
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
て
い
っ
た
の
で
あ

ろ
う
か
。
こ
う
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
こ
と
が
、
今
後
の
課
題
と
な
ろ
う
。

ま
た
、
明
治
以
降
に
名
所
で
の
楽
し
み
が
変
化
し
て
い
く
と
予
測
さ
れ
る
が
、
こ
れ

が
も
う
一
つ
の
課
題
と
な
っ
て
こ
よ
う
。

註（
1
）
　
加
藤
貴
「
江
戸
名
所
案
内
の
成
立
」
（
瀧
澤
武
雄
編
『
論
集
　
中
近
世
の
史
料
と
方

　
　
法
』
　
東
京
堂
出
版
　
一
九
九
一
年
）
。

（
2
）
　
絵
画
に
お
け
る
正
確
性
と
い
う
場
合
、
写
真
の
よ
う
に
事
物
の
細
部
ま
で
そ
の
ま
ま

　
　
に
写
す
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、
特
定
の
事
物
を
描
い
た
も
の
を
、
多
く
の
人
が
見
て

　
　
そ

れ
と
認
識
で
き
る
と
い
う
意
味
で
の
正
確
さ
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

（
3
）
　
王
子
権
現
社
に
つ
い
て
は
、
澤
登
寛
聡
「
王
子
金
輪
寺
の
基
本
的
正
確
に
つ
い
て
の

　
　
覚
書
ー
王
子
田
楽
の
儀
礼
執
行
主
体
と
し
て
ー
」
（
王
子
田
楽
調
査
会
編
『
王
子
田
楽

　
　
総
合
調
査
報
告
書
文
化
財
研
究
紀
要
別
冊
第
二
集
』
東
京
都
北
区
教
育
委
員
会
社

　
　
会
教
育
課
　
一
九
八
八
年
）
に
よ
る
。

（
4
）
　
「
若
一
王
子
縁
起
」
に
つ
い
て
は
、
澤
登
寛
聡
「
『
若
一
王
子
縁
起
』
絵
巻
の
成
立
と

　
　
模
本
の

現
状
」
（
『
「
若
一
王
子
縁
起
」
絵
巻
　
文
化
財
研
究
紀
要
別
冊
第
一
集
』
　
東
京

　
　
都
北
区
教
育
委
員
会
社
会
教
育
課
　
一
九
八
八
年
）
に
よ
る
。

（
5
）
　
宮
次
男
「
『
若
一
王
子
縁
起
』
絵
巻
と
狩
野
尚
信
・
板
谷
絵
所
」
（
前
掲
『
『
若
一
王
子

　
　
縁
起
』
絵
巻
　
文
化
財
研
究
紀
要
別
冊
第
一
集
』
）
。

（
6
）
　
今
村
嘉
雄
編
『
増
補
　
体
育
史
資
料
年
表
』
　
不
昧
堂
書
店
　
一
九
六
二
年
、
黒
板

　
　
勝
美
・
国
史
大
系
編
修
会
編
『
醐
踊
国
史
大
系
　
徳
川
実
紀
』
第
二
・
三
篇
　
吉
川
弘

　
　
文
館
　
一
九
六
四
年
。

（
7
）
　
小
池
章
太
郎
『
江
戸
砂
子
』
　
東
京
堂
出
版
　
一
九
七
六
年
。

（
8
）
　
花
咲
一
男
『
糖
撒
江
戸
惣
鹿
子
名
所
大
全
』
　
渡
辺
書
店
　
一
九
七
三
年
。

（
9
）
　
「
王
子
田
楽
記
」
（
前
掲
王
子
田
楽
調
査
会
編
『
王
子
田
楽
総
合
調
査
報
告
書
　
文
化

　
　
財
研
究
紀
要
別
冊
第
二
集
』
）
。

（
1
0
）
　
前
掲
王
子
田
楽
調
査
会
編
『
王
子
田
楽
総
合
調
査
報
告
書
　
文
化
財
研
究
紀
要
別
冊

　
　
第
二
集
』
。

（
1
1
）
　
『
続
日
本
随
筆
大
成
』
別
巻
民
間
風
俗
年
中
行
事
上
　
吉
川
弘
文
館
　
一
九
八
三
年
。

（
1
2
）
　
小
林
一
茶
「
文
化
句
帖
」
（
信
濃
教
育
会
編
『
一
茶
全
集
』
第
二
巻
　
信
濃
毎
日
新
聞

　
　
社
　
一
九
七
七
年
）
。

（
1
3
）
　
小
林
一
茶
「
田
楽
見
の
記
別
稿
」
（
伊
藤
正
雄
『
解
註
　
一
茶
文
集
』
　
三
省
堂
　
一

　
　
九
四

三年
）
。

（
1
4
）
　
「
王
子
田
楽
記
」
（
前
掲
王
子
田
楽
調
査
会
編
『
王
子
田
楽
総
合
調
査
報
告
書
　
文
化

　
　
財
研
究
紀
要
別
冊
第
二
集
』
）
。

（
1
5
）
　
十
方
庵
敬
順
「
遊
歴
雑
記
」
初
編
の
上
（
『
江
戸
叢
書
』
巻
の
三
　
江
戸
叢
書
刊
行
会

　
　
編
刊
　
一
九
一
六
年
）
。

（
1
6
）
　
大
島
建
彦
編
『
襯
炉
願
懸
重
宝
記
』
　
国
書
刊
行
会
　
一
九
八
七
年
。

（
1
7
）
　
今
井
金
吾
校
注
『
江
戸
名
所
花
暦
（
生
活
の
古
典
双
書
八
）
』
　
八
坂
書
房
　
一
九
七

　
　
三
年
。

（
1
8
）
　
朝
倉
治
彦
校
注
『
東
都
歳
事
記
』
2
　
平
凡
社
東
洋
文
庫
　
一
九
七
〇
年
。

（
1
9
）
　
『
江
戸
叢
書
』
巻
の
九
　
江
戸
叢
書
刊
行
会
編
刊
　
一
九
一
七
年
。

（
2
0
）
　
『
東
京
都
神
社
史
料
』
第
二
輯
　
東
京
都
神
社
庁
　
一
九
七
五
年
。

（
2
1
）
　
山
下
重
民
「
観
王
子
神
社
田
楽
記
井
考
証
」
（
『
風
俗
画
報
』
七
六
　
一
八
九
四
年
）
。

（
2
2
）
　
宮
尾
し
げ
お
「
王
子
田
楽
祭
」
（
『
祭
り
風
土
記
』
　
住
吉
書
店
　
一
九
五
四
年
）
。

（
2
3
）
　
近
世
の
王
子
田
楽
に
つ
い
て
は
、
加
藤
貴
「
江
戸
時
代
の
王
子
田
楽
」
（
前
掲
王
子
田

　
　
楽
調
査
会
編
『
王
子
田
楽
総
合
調
査
報
告
書
　
文
化
財
研
究
紀
要
別
冊
第
二
集
』
）
に

　
　
詳
し
い
。

（
2
4
）
　
『
ひ
と
も
と
草
L
下
巻
（
『
新
燕
石
十
種
』
第
二
巻
　
中
央
公
論
社
　
一
九
八
一
年
）
。

（
2
5
）
　
前
掲
王
子
田
楽
調
査
会
編
『
王
子
田
楽
総
合
調
査
報
告
書
　
文
化
財
研
究
紀
要
別
冊

　
　
第
二
集
』
。

（
2
6
）
　
「
王
子
田
楽
記
」
（
前
掲
王
子
田
楽
調
査
会
編
『
王
子
田
楽
総
合
調
査
報
告
書
　
文
化
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財
研
究
紀
要
別
冊
第
二
集
』
）
。

（
2
7
）
　
前
掲
王
子
田
楽
調
査
会
編
『
王
子
田
楽
総
合
調
査
報
告
書
　
文
化
財
研
究
紀
要
別
冊

　
　
第
二
集
』
。

（
2
8
）
　
『
日
本
庶
民
生
活
史
料
集
成
』
第
一
五
巻
都
市
風
俗
　
三
一
書
房
　
一
九
七
一
年
。

（
2
9
）
　
鈴
木
巣
三
・
朝
倉
治
彦
校
注
『
江
戸
名
所
図
会
』
第
五
巻
角
川
文
庫
　
一
九
六
七

　
　
年
。

（
3
0
）
　
『
江
都
近
郊
名
勝
一
覧
』
　
大
屋
書
房
　
一
九
八
七
年
。

（
3
1
）
　
前
掲
王
子
田
楽
調
査
会
編
『
王
子
田
楽
総
合
調
査
報
告
書
文
化
財
研
究
紀
要
別
冊

　
　
第
二
集
』
。

（
3
2
）
　
山
下
重
民
「
観
王
子
神
社
田
楽
記
井
考
証
」
（
『
風
俗
画
報
』
七
六
　
一
八
九
四
年
）
。

（
3
3
）
　
金
輪
寺
に
つ
い
て
は
前
掲
澤
登
寛
聡
「
王
子
金
輪
寺
の
基
本
的
正
確
に
つ
い
て
の
覚

　
　
書
ー
王
子
田
楽
の
儀
礼
執
行
主
体
と
し
て
ー
」
に
よ
る
。

（
3
4
）
　
「
新
編
武
蔵
風
土
記
」
巻
一
八
　
国
立
公
文
書
館
内
閣
文
庫
所
蔵
。

（
3
5
）
　
前
掲
『
「
若
一
王
子
縁
起
」
絵
巻
　
文
化
財
研
究
紀
要
別
冊
第
一
集
』
。

（
3
6
）
　
朝
倉
治
彦
校
注
・
解
説
『
江
戸
名
所
記
』
　
名
著
出
版
　
一
九
七
六
年
。

（
3
7
）
　
『
近
世
文
学
資
料
類
従
』
古
板
地
誌
編
一
〇
　
勉
誠
社
　
一
九
八
〇
年
。

（
3
8
）
　
前
掲
鈴
木
業
三
・
朝
倉
治
彦
校
注
『
江
戸
名
所
図
会
』
第
五
巻
。

（
3
9
）
　
岡
田
甫
校
訂
『
誹
風
柳
多
留
全
集
』
第
八
巻
　
三
省
堂
　
一
九
七
八
年
。

（
4
0
）
（
4
1
）
　
前
掲
「
新
編
武
蔵
風
土
記
」
巻
一
八
。

（
4
2
）
　
前
掲
『
「
若
一
王
子
縁
起
」
絵
巻
　
文
化
財
研
究
紀
要
別
冊
第
一
集
』
。

（
4
3
）
　
前
掲
朝
倉
治
彦
校
注
・
解
説
『
江
戸
名
所
記
』
。

（
4
4
）
　
前
掲
「
新
編
武
蔵
風
土
記
」
巻
一
八
。

（
4
5
）
　
『
江
戸
叢
書
』
巻
の
九
　
江
戸
叢
書
刊
行
会
編
刊
　
一
九
一
七
年
。

（
4
6
）
　
宮
田
登
「
江
戸
町
人
の
信
仰
」
（
西
山
松
之
助
編
『
江
戸
町
人
の
研
究
』
第
二
巻
　
吉

　
　
川
弘
文
館
　
一
九
七
三
年
）
。

（
4
7
）
　
十
方
庵
敬
順
「
遊
歴
雑
記
」
初
編
の
上
　
三
十
七
王
子
村
稲
荷
大
明
神
（
『
江
戸
叢

　
　
書
』
巻
の
三
　
江
戸
叢
書
刊
行
会
編
刊
　
一
九
一
六
年
）
。

（
4
8
）
　
十
方
庵
敬
順
「
遊
歴
雑
記
」
初
編
の
上
　
三
十
八
飛
鳥
山
の
花
見
（
『
江
戸
叢
書
』
巻

　
　
の
三
　
江
戸
叢
書
刊
行
会
編
刊
　
一
九
一
六
年
）
。

（
4
9
）
　
前
掲
鈴
木
業
三
・
朝
倉
治
彦
校
注
『
江
戸
名
所
図
会
』
第
五
巻
。

（
5
0
）
　
金
子
光
晴
校
訂
『
増
訂
　
武
江
年
表
』
2
　
平
凡
社
東
洋
文
庫
　
一
九
六
八
年
。

（
5
1
）
　
加
藤
貴
「
近
世
王
子
稲
荷
社
の
信
仰
主
体
－
石
造
物
の
奉
納
者
の
分
析
を
つ
う
じ

　
　
て
ー
」
（
『
文
化
財
研
究
紀
要
』
五
　
一
九
九
一
年
）
。

（
5
2
）
　
日
本
随
筆
大
成
編
輯
部
編
『
日
本
随
筆
大
成
』
第
一
期
第
六
巻
　
吉
川
弘
文
館
　
一
　
㎜

　
　
九
七
五
年
。

（
5
3
）
　
三
田
村
鳶
魚
編
『
鼠
撲
十
種
』
中
巻
　
中
央
公
論
社
　
一
九
七
八
年
。

（
5
4
）
　
『
新
燕
石
十
種
』
第
七
巻
　
中
央
公
論
社
　
一
九
八
二
年
。

（
5
5
）
伊
原
青
々
園
『
市
川
団
十
郎
の
代
々
』
下
市
川
宗
家
刊
　
一
九
一
七
年
。

（
5
6
）
　
『
（
国
立
劇
場
）
上
演
資
料
集
』
一
七
三
戻
橋
背
御
摂
　
国
立
劇
場
調
査
養
成
部
　
一

　
　
九
八
〇
年
。

（
5
7
）
　
岡
田
甫
校
訂
『
誹
風
柳
多
留
全
集
』
第
八
巻
　
三
省
堂
　
一
九
七
八
年
。

（
5
8
）
　
伊
原
青
々
園
『
市
川
団
十
郎
の
代
々
』
上
　
市
川
宗
家
刊
　
一
九
一
七
年
。

（
5
9
）
　
前
掲
『
（
国
立
劇
場
）
上
演
資
料
集
』
一
七
三
戻
橋
背
御
摂
。

（
6
0
）
　
岡
田
甫
校
訂
『
誹
風
柳
多
留
全
集
』
第
四
巻
　
三
省
堂
　
一
九
七
七
年
。

（
6
1
）
　
前
掲
十
方
庵
敬
順
「
遊
歴
雑
記
」
初
編
の
上
　
三
十
八
飛
鳥
山
の
花
見

（
6
2
）
　
『
江
戸
叢
書
』
巻
の
九
　
江
戸
叢
書
刊
行
会
編
刊
　
一
九
一
七
年
。

（
6
3
）
　
『
江
戸
叢
書
』
巻
の
八
　
江
戸
叢
書
刊
行
会
編
刊
　
一
九
一
七
年
。

（
6
4
）
　
三
田
村
鳶
魚
編
『
未
刊
随
筆
百
種
』
第
六
巻
　
中
央
公
論
社
　
一
九
七
七
年
。

（
6
5
）
　
前
掲
岡
田
甫
校
訂
『
誹
風
柳
多
留
全
集
』
第
八
巻
。

（
6
6
）
　
朝
倉
治
彦
編
『
守
貞
漫
稿
』
中
巻
　
東
京
堂
出
版
　
一
九
七
四
年
。

（
6
7
）
　
山
田
徳
兵
衛
『
日
本
人
形
史
』
　
冨
山
房
　
一
九
四
二
年
。

（
6
8
）
　
有
坂
與
太
郎
『
郷
土
玩
具
大
成
』
第
一
巻
東
京
編
　
建
設
社
　
一
九
三
五
年
。

（
6
9
）
　
永
田
久
光
『
日
本
の
郷
土
玩
具
』
　
創
元
社
　
一
九
五
六
年
。

（
7
0
）
　
王
子
稲
荷
神
社
宮
司
談
。

（
7
1
）
　
前
田
勇
『
上
方
落
語
の
歴
史
』
　
杉
本
書
店
　
一
九
五
八
年
、
飯
島
友
治
編
『
古
典

　
　
落
語
』
第
二
期
第
一
巻
　
筑
摩
書
房
　
一
九
七
一
年
、
暉
竣
康
隆
・
興
津
要
・
榎
本
滋

　
　
民
編
『
迦
誠
明
治
大
正
落
語
集
成
』
第
二
巻
　
講
談
社
　
一
九
八
〇
年
。

（
7
2
）
　
宇
井
無
愁
『
落
語
の
根
多
』
　
角
川
文
庫
　
一
九
七
六
年
。

（
7
3
）
　
『
日
本
庶
民
文
化
史
料
集
成
』
第
八
巻
　
三
一
書
房
　
一
九
七
六
年
。

（
7
4
）
　
飯
島
友
治
編
『
古
典
落
語
』
第
二
期
第
一
巻
　
筑
摩
書
房
　
一
九
七
一
年
。

（
7
5
）
　
前
掲
宇
井
無
愁
『
落
語
の
根
多
』
。

（
7
6
）
　
日
本
随
筆
大
成
編
輯
部
編
『
日
本
随
筆
大
成
』
第
二
期
一
八
　
吉
川
弘
文
館
　
一
九

　
　
七
四
年
。

（
7
7
）
　
前
掲
『
日
本
庶
民
文
化
史
料
集
成
』
第
八
巻
。



（
7
8
）
　
中
村
幸
彦
・
中
野
三
敏
『
甲
子
夜
話
』
二
　
平
凡
社
東
洋
文
庫
　
一
九
七
七
年
。

（
7
9
）
　
暉
竣
康
隆
・
興
津
要
・
榎
本
滋
民
編
『
迦
誠
明
治
大
正
落
語
集
成
』
第
二
巻
　
講
談

　
　
社
　
一
九
八
〇
年
。

（
8
0
）
　
前
掲
飯
島
友
治
編
『
古
典
落
語
』
第
二
期
第
一
巻
。

（
8
1
）
　
相
羽
秋
夫
『
現
代
上
方
落
語
事
典
』
　
少
年
社
　
一
九
八
七
年
。

（
8
2
）
　
関
敬
吾
『
日
本
昔
話
集
成
』
ニ
ノ
三
　
角
川
書
店
　
一
九
五
五
年
。

江戸の名所・王子

　

追
記

　
本
稿
脱
稿
後
に
、
宮
川
政
運
が
ま
と
め
た
考
証
随
筆
で
、
慶
応
元
年
（
一
八
六
五
）
の
序
の

あ
る
「
俗
事
百
工
起
源
」
巻
之
下
に
、
次
の
よ
う
な
記
事
が
あ
る
の
を
確
認
し
た
。

　
　
　
　
　
　
王
子
紙
人
形
の
始

　
　
一
王
子
の
名
物
紙
人
形
の
は
し
め
ハ
、
む
か
し
世
に
長
唄
て
ふ
に
名
を
得
し
二
代
目
荻
江

　
　
　欝・
い
へ
・
者
の
伯
父
な
・
も
の
名
を
八
郎
奮
門
と
呼
猫
馨
・
の
も
の
親
元
・

　
　
　

り
手
当
を
取
て
王
子
近
辺
の
わ
ひ
住
居
せ
し
折
、
紙
に
て
人
形
を
持
へ
手
頭
の
動
く
や

　
　
　
う
の
工
夫
を
な
し
、
丹
に
ご
ふ
ん
に
て
い
か
s
の
色
と
り
し
て
門
口
に
出
し
売
り
し
か
、

　
　
　

子
供
の
土
産
に
ハ
面
白
し
と
て
参
詣
の
人
毎
に
求
め
し
故
、
思
ひ
の
外
な
る
利
潤
を
得

　
　
　

し
か
は
、
其
近
辺
の
も
の
も
同
し
く
持
ら
へ
売
し
か
は
し
め
に
て
、
今
は
王
子
の
名
物

　
　
　

と
ハ
な
り
ぬ
、
此
寄
友
の
子
孫
な
る
も
の
ハ
予
か
莫
逆
の
友
な
り
、
右
八
郎
右
衛
門
世

　
　
　

を
去
り
し
ハ
安
永
六
酉
年
正
月
廿
二
日
な
り
、
此
紙
人
形
ハ
安
永
以
前
の
事
な
れ
ハ
僅

　
　
　
百
十
年
か
二
十
年
は
か
り
の
内
な
る
へ
し
と
話
さ
れ
け
る

　
　
　
（
北
区
史
編
纂
調
査
会
編
『
北
区
史
』
資
料
編
近
世
ー
　
東
京
都
北
区
　
一
九
九
二
年
）

　

こ
れ
に
よ
る
と
、
王
子
の
狐
人
形
は
、
安
永
期
（
一
七
七
二
～
八
一
）
以
前
に
、
二
代
目
荻

江
露
友
の
伯
父
で
八
郎
右
衛
門
と
い
う
人
が
王
子
に
住
居
し
て
い
た
時
に
、
紙
で
人
形
を
作
り
、

頭
や
手
が
動
く
よ
う
に
工
夫
し
て
、
着
色
し
て
門
前
で
売
っ
た
と
こ
ろ
、
子
供
の
土
産
と
し
て

参
詣
の
人
び
と
が
買
っ
て
い
っ
た
の
で
、
思
い
も
よ
ら
ず
利
潤
を
え
た
。
周
辺
の
人
た
ち
も
こ

れ
に
習
っ
て
持
え
て
売
っ
た
と
こ
ろ
、
今
で
は
王
子
名
物
と
な
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
安
永

期
に
は
、
本
文
中
で
も
指
摘
し
た
が
、
江
戸
市
民
の
稲
荷
信
仰
が
流
行
し
、
王
子
稲
荷
に
も
参

詣
者
が
集
ま
り
だ
し
た
時
期
で
あ
る
の
で
、
こ
の
参
詣
者
を
目
当
て
に
狐
人
形
が
創
作
さ
れ
た

と
い
う
説
は
、
そ
れ
な
り
の
説
得
性
を
も
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
「
俗
事
百
工
起

源
」
の
記
事
が
ど
こ
ま
で
事
実
を
伝
え
て
い
る
の
か
、
今
の
と
こ
ろ
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
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　Oji”，　A　Popular　Place　in　Edo

KATo　Takashi

　　As　Edo　was　gradually　becoming　a　huge　and　overcrowded　city，　its　surr皿nding　nature

was　getting　lost．　As　an　easy　relationship　with　nature　became　di伍cult　for　Edo　citizens，

they　visited　attractive　places　in　suburban　areas　to　compensate　for　the　loss　of　nature

around　them．　On　the　other　hand，　the　citizens　kept　their　personal　interest　and　visited

temples　and　shrines，　ill　order　to　spiritually　protect　themselves　from　such　bad　luck　as

disease，　fire　and　being　the　victiln　of　robbery（impediments　to　the　normal　way　of　general

public　life），　and　to　pray　for　prosperity　in　business．　In　this　way，　those　popular　places

enabled　Edo　citizens　refresh　their　minds　by　way　of　a　relationship　with　nature　and　a

spiritual　exchange　with　gods．　The　early　indications　were　shown　in　the　middle　of　the

17th　century．　In　particular，　from　the　18th　century，　a　lot　of　noted　places　were　established

in　suburban　areas　of　Edo，　and　Edo　citizens　developed　extensively　entertainment　activi・

ties，　touring　popular　places．　I　took“Oji”，　which　was　well　known　as　one　of　the　famous

popular　spots　in　Edo，　as　an　example　in　order　to　elaもorate　the　above　points．　Oli　was

the　place　10kln　north　of　Nihonbashi，　where　they　made　a　day’s　trip　and　enloyed　a　rich

and　varied　nature　including　the　lowlands　along　the　Arakawa　river，　the　Musashino　table・

land　and　a　beautiful　valley　produced　by　the　Shakujii　r三ver　which　ran　into　Arakawa

river．　In　addition，　there　were　the　Oji　Gongell　Shrine，　the　Oji　hari　Shrine　and　the　Kinrinji

Temple　which　stエongly　guaranteed　a　pro丘table　business．　For　these　reasons，　Oli　gradually

attracted　many　Edo　citizens　all　the　year　round　as　a　pleasure　resort　where　they　could

enjoy　the　Hatsu・uma　festival　in　the　Oji　Inari　Shrine　and　cherry　blossoln　viewing　in　Asuka

mountain　in　Spring；the　summer　festival　in　the　Oji　Gongen　Shrine，　and　bathing　under

the　falls　along　the　Shakujii　river　in　Summer；v三ewing　the　scarlet　autumn　leaves　and

hearing　the　singing　of　insects　in　the　Takinogawa，　a　path　along　the　Shakujii　river　in

Autumn，　and　snow　viewing　in　Winter．“Yarigata’，（paper　cut　in　sword　shape）was　a

good・luck　charm　exchanged　at　the　festival　at　the　Oji　Gongen　Shrille　in　order　to　spiri・

tua11y　protect　them　from　bad　luck．“Gok6－t6”was　a　universal　panacea　distributed　to　the

visitors　at　the　Kinrinji　Temple，　The　mechanical　fox　dolls　were　sold　as　a　souvenir　in　the

approaches　to　the　Oji　Inari　Shrine，　and　the　well－known　Rakugo（comic　monologue）

story“Oji・110－Kitsune”（the　fox　in　Oji）was　created．　In　the　light　of　the　establishment

of　the　above　and　the　change　of　manners　and　customs　of　the　people，　we　could　collclude

that　this　noted　place　also　created　various　attractions　and　devices　aimed　at　the　visitors

（or　in　order　to　attract　more　visitors）when　Oji　gradually　become　famous　as　a　popular

place　in　Edo　and　many　Edo　citizens　visited　this　place　from　the　lniddle　of　the　18th

century．
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図1　「江戸図解風」右隻3扇下／国立歴史民俗博物館所蔵｝
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図2　寛永11年造営以前の王子権現社殿　「若一王子縁起」上巻第1段（財団法人紙の博物館所蔵）
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図4　現在王子神社で頒布されている槍

図5　王子田楽　「若一王子縁起」中巻第1段（財団法人紙の博物館所蔵）



図6　神楽殿の周囲の竹垣に奉納された槍　「江戸名所図会」15（国立歴史民俗博物館所蔵）

図7　槍を持ち帰る人　「霰願懸重宝記」（東京都立中央図書館所蔵）
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図10　金輪寺舞台　「新編武蔵国風土記」巻18〔国立公文書館内閣文庫所蔵）
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図13　王子の料理屋　「江戸名所図会」15（国立歴史民俗博物館所蔵）



図14　現在王子稲荷神社で頒布されている暫狐

図16　め水清風㍉なゐの友，第6篇
　　　　　　　　　　　芸艸堂　19137ド
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図15　消水清風’うなゐの友、第1篇
　　　　　　　　　　　，芸艸堂　1891午1
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図17　「見立十二支　⇔　王子稲荷」摂州周延画

　　　明治26年（1893）（財団法人紙の博物館所蔵）

図田　「今様弁天つくし　王子滝野川」

　　　広重画　文政5年（1822）頃

　　　　日本浮世絵協会編『シーボルト江戸参府

　　　150年記念オランダ国立ライデン民族学博

　　　物館所蔵　シーボルトコレクションを中心

　　　とした浮世絵展図録』（1976年）より転載



図19　「王子」北斎画（葛飾北斎美術館所蔵）

図20　「王子稲荷」北斎画（財団法人紙の博物館所蔵）
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図21　「馬尽　初午詣」　不染居為一画

　　　文政5年（1822）

　　　『江戸が生んだ世界の絵師「大北斎展」

　　　図録』（朝日新聞社　1993年）より転載
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「諸国名産　東都王子土産飛鳥山花」　　　　　図22　　　　　　　　　　　　　　　　　広重画
日本浮世絵協会編『シーボルiづ1：「∫参府150年記念オランダ国¢ライデン民ξ矢学博

物館所蔵　シーボルトコレクションを中心とした浮世絵展図録uIl976年1より転載

図24　「江戸名所春興昼　王子恵方参　和唐内」

　　　北渓画（財団法人紙の博物館所蔵｝

図23　江戸じまん名物くらべ王子みやげ」

　　　朝桜楼国芳画弘化2年（1845）頃

　　　（財団法人祇の博物館li斤蔵）


